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［議案補充説明］

1 議案第 22号「三重県水産業及び漁村の振興に関する条例案j

1 制定理由

水産資源の減少、漁場環境の悪化や漁業者の高齢化、気候変動等による海洋環境の

変化など、水産業や漁村を取り巻く情勢は厳しさを増しています。

このような状況の下、本県の水産業が情勢の変化に的確に対応し、水産物の安定的

な供給が確保されるとともに、漁村文化の継承をはじめとする漁村の役割が将来にわ

たって持続的に発揮されていく必要があります。

県、市町、水産業者等、県民が互いに連携して、豊かな海や河川を将来に引き継ぎ、

力強い水産業と活力に満ちた漁村の構築を計画的に推進することにより、「水産王国み

えj としてさらなる発展を図るため、この条例を制定します。

2 条例の主な肉容

( 1 ）目的（第一条）

水産業及び、漁村の振興に関し、基本理念を定め、県の責務及び水産業者等、県民等

の役割を明らかにするとともに、県の施策の基本となる事項を定めることにより、水

産業及び漁村の振興に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって水産業の健全

な発展及び豊かで活力のある漁村の構築を図ることを目的とする。

( 2）定義（第二条）

次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

①水産業漁業及び水産加工業をいう。

②水産業者等水産業を営む者及びこれらの者が組織する団体をいう。

③県産水産物 県内で生産された水産物をいう。

( 3）基本理念（第三条）

水産業及び漁村の振興は、将来にわたって水産業が安定的に継続され、県民が豊か

な県産水産物のすばらしさを実感していることが重要であることに鑑み、次に掲げる

事項が推進されることを基本としなければならない。

①将来にわたって漁業が継続的に行われ、漁業者が一定以上の所得を確保している

ょう、水域環境の保全を図りながら、水産資源の適切な保存・管理により維持・

増大を図るとともに、競争力のある養殖業が確立されること。

②様々な世代の漁業者が生き生きと働き、次の世代に継承できる魅力ある水産業及

び漁村が確立しているよう、多様で意欲のある若者が漁業に就業し、及び漁業技

術が伝承されるとともに、漁業者自らが高い付加価値を創出すること等により水

産業者等の経営力が強化されること。

③災害に強く生産性が高い水産業及び安心で快適な漁村が構築されているよう、漁

村地域の防災・減災対策、水産業の持続的な発展に資する基盤整備、活力ある漁

村づくりが行われること。



( 4）県の責務（第四条）

①県は、基本理念にのっとり、国、市町及び水産業者等と連携を図りつつ、水産業

及び漁村の振興に関する施策を総合的かつ計画的に策定し、実施する責務を有す

る。

②県は、水産業及び漁村に関する情報の提供等を遥じて、水産業及び漁村の振興に

関する県民の理解を深めるよう努めなければならない。

( 5）水産業者等の役割（第五条）

水産業者等は、水産業及びこれに関する活動を行うに当たっては、自らが水産業及

び漁村の振興を図る主体であるとの認識の下に、相互に連携して基本理念の実現に向

けて主体的に取り組むよう努めるものとする。

(6）県民等の役割（第六条）

①県民は、水産業及び漁村並びに県産水産物に関する理解を深めるとともに、水産

物に関する消費生活の向上及び水域環境の保全に努めるものとする。

②県内の水域において遊漁その他の余暇活動を行う者及びこれに関する事業を営

む者は、航行等の秩序を守り、漁業制度に関する理解を深めるとともに、漁業生

産活動及び水域環境に影響を与えないよう努めるものとする。

( 7）財政上の措置（第七条）

県は、水産業及び漁村の振興に関する施策を実施するため、必要な財政上の措置を

命講ずるよう努めるものとする。

( 8）基本計酪（第八条）

知事は、水産業及び漁村の振興に関する施策の総合的かっ計画的な推進を図るため

の基本的な計画（以下「基本計画Jという。）を定めるものとする。

①基本的な方針、主要な目標、基本的施策の実施に必要な事項等について定める。

②あらかじめ広く県民の意見を聴くとともに、議会の議決を経なければならない。

③毎年一回、基本計画に基づく施策等の実施状況について公表しなければならない。

④水産業及び漁村をめぐる情勢の変化を勘案し、おおむね五年ごとに、基本計画の

見直しを行い、必要な変更を加えるものとする。

( 9）水産業及び漁村の振興に関する基本的施策

①水産資源の維持及び増大主主びに競争力のある養殖業の構築（第九条・第十条）

②多様な担い手の確保及び育成並びに経営力の強化（第十一条第十四条）

③災害に強く生産性が高い水産基盤の整備及び活力ある漁村の構築（第十五条一

第十八条）

④その他の施策（県民の理解の促進等） （第十九条・第二十条）

3 施行期日令和2年4月1日
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三重県水産業及び漁村の振興に関する条例案の概要

.［買的】：；～第五条三＜＜ > ..• ・・. 

.／ょ水産業及びj急対の振興！こ関し、基本理；念を緩め、L 県の責務'sz.U水産業者等戸県民等ゐ役割を明らかにする
とともに、累の施策の基本となる事項を定めることにより、：水産業及び漁村Jの振興！乙関する施策を総合的か

1つ計画的！こ推進いじもって水産業の健全な発展及び豊かで活力のある漁村の構築を図る。

【定義】；第2条 「

戸2／水産業三漁業及び水産加注業をいう。
こr水産業者等；水産業を営む者及びこれらの者が組織する団体をいう。
三E：県産水産物県内で生産された水産物をし1ぅ；

占I前文I·C三婁累の特徴ぐ.7.J(産業及び漁稔を取り巻ぐ現状E.振興のl必要性、子制定l~I芯1＇；た決意〕一一

【基本理念】第3条
••••• ~菩来にわたって水産業が安定的に継続され、県民が豊かな崇産水産物のすばらしさを実感していること
が重要であることに鑑み、次に掲げる事項が推進されることを基本とする。：

将来にわたって漁業が継続的に II様々な也代の漁業者が生き生き II災害に強く生産性が高い水産業
行われ、漁業者が一定以上の所得 IIと働き、次の世代仁継承できる II及び安ωで快適な漁村を構築
を確保 II魅力ある水産業及び漁村を確立

1:0水域環境の保全を~りながら、水腹資：11:0多様で意欲のある若者が漁業に就業：
1: 源の適切な保杏及び管理によりその i!li し、及び漁業技術が伝家されるととi
1: 維持及び増大を図るとともに、競争力：11: 起こ、漁業者自らが高い倍加価値をi
Ii のある麓殖業を確立 :11 i 部出すること等により水産業者等のi

_:II：、経営力力強化

:o漁棺地域の防災及び減災対策、水産l
: 業の持続的な発展に資する基盤整備j
: 蛍びに活力ある漁柑づくり : 

県民（役割）
0水産業及び漁村、県産水産物に関する理解
を深瓜水産物に関する消費生活の向上及
び水域環境の保全に努める。

0遊漁者等は、航行等の秩序を守り、漁業制
度仁関する理解を深めるとともに、漁業生
産活動及び水域環境に影響在与えないよ
う努める。

【水産業及び漁村の振興に関する役割等】第4条～第6条

水産業者等（役害0
0水産業及びこれに関する古動を行うに
当たっては、自らが水産業及び揺村の
振興を~る主端であるとの認識の下
仁、相亙仁連援引して基本理R；の実現仁
向けて主体的に取り組むよう努める。

県（責務）
リ O基本理議にのっとり、菌、市町及び水産業者等と

連携を図りつつ、水産業及び漁村の振興に関する
施策を総合的かつ計駆的仁策定し、実施する。

O水産業及び漁村に関する情報の提供等在通じて、
水産業及び漁村の振興仁関する県民の痩解在深l

めるよう努める。

【財政上の措置】第τ条
県l立、水産業及び漁材の振興に関する施策を実施するため、必要な財政上の措置を講ずるよう努める。

【基本計蛮］第B条
JO施策を総合的かつ計酪的に推進ず亙T:&J（の基本的な計闘。
IQ基本的な方針、主要な自標、基本的施策の実施に必要な事項等について定める。
O広〈県民の意見を潤くとともに、議会の議決を経ることとする。
0概ね5年ごとに見直す。

災害に強く生産性が高い水産基盤
の整備及び活力ある漁村の構築

O水産業の基盤の整備
0水産動植物の生予言濠境の保全、
波善及び創造
0活力ある漁村の構築
O内水面地域のj舌性化

［水産業及び漁村の振興！こ関する基本的施策】第9条～20条
l 水産資源の維持及び増大並びに II多様な担い手の確保及び育成並

競争力のある養殖業の構築 II びに経営力の強化

0水産資源の維持及び増大 11 o多様な担い手の確保及び育成
。競争力のある養殖業の構築 11 o安定した漁業経営の育成

0水産業協局総合の経営の安定
O県産水産物の競争力の強化

その他の施策

O水産業に関する技術の研究開発の推進及びその成果の普及
。県民の理解の促進

円。
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す
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び
漁
村
の
振
興
に
関
す
る
施
策
を
総
合
的
か
つ
計
画
的
に
推
進
し
、
も

っ
て
水
産
業
の
健
全
な
発
展
及
び
豊
か
で
活
力
の
あ
る
漁
村
の
構
築
を
図
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。
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2 【第 22号 三重県水産業及び漁村の振興に関する条例案】

（
定
義
）

第
二
条
こ
の
条
例
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用
語
の
意
義
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に

よ
る
。

一
水
産
業
漁
業
及
び
水
産
加
工
業
を
い
う
。

二
水
産
業
者
等
水
産
業
を
営
む
者
及
び
こ
れ
ら
の
者
が
組
織
す
る
団
体
を
い
う
。

三
県
産
水
産
物
県
内
で
生
産
さ
れ
た
水
産
物
を
い
う
。

（
基
本
理
念
）

第
三
条
水
産
業
及
び
漁
村
の
振
興
は
、
将
来
に
わ
た
っ
て
水
産
業
が
安
定
的
に
継
続
さ
れ
、
県
民
が
豊

か
な
県
産
水
産
物
の
す
ば
ら
し
さ
を
実
感
し
て
い
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
こ
と
に
鑑
み
、
次
に
掲
げ
る

事
項
が
推
進
さ
れ
る
こ
と
を
基
本
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
将
来
に
わ
た
っ
て
漁
業
が
継
続
的
に
行
わ
れ
、
漁
業
者
が
一
定
以
上
の
所
得
を
確
保
し
て
い
る
よ

う
、
水
域
環
境
の
保
全
を
図
り
な
が
ら
、
水
産
資
源
の
適
切
な
保
存
及
び
管
理
に
よ
り
そ
の
維
持
及

び
増
大
を
図
る
と
と
も
に
、
競
争
力
の
あ
る
養
殖
業
が
確
立
さ
れ
る
こ
と
。

二
様
々
な
世
代
の
漁
業
者
が
生
き
生
き
と
働
き
、
次
の
世
代
に
継
承
で
き
る
魅
力
あ
る
水
産
業
及
び

漁
村
が
確
立
し
て
い
る
よ
う
、
多
様
で
意
欲
の
あ
る
若
者
が
漁
業
に
就
業
し
、
及
び
漁
業
技
術
が
伝

承
さ
れ
る
と
と
も
に
、
漁
業
者
自
ら
が
高
い
付
加
価
値
を
創
出
す
る
こ
と
等
に
よ
り
水
産
業
者
等
の

経
営
カ
が
強
化
さ
れ
る
こ
と
。

三
災
害
に
強
く
生
産
性
が
高
い
水
産
業
及
び
安
心
で
快
適
な
漁
村
が
構
築
さ
れ
て
い
る
よ
う
、
漁
村

地
域
の
防
災
及
び
減
災
対
策
、
水
産
業
の
持
続
的
な
発
展
に
資
す
る
基
盤
整
備
並
び
に
活
力
あ
る
漁

村
づ
く
り
が
行
わ
れ
る
こ
と
。

（
県
の
責
務
）

第
四
条
県
は
、
前
条
に
定
め
る
基
本
理
念
（
以
下
単
に
「
慕
本
理
念
」
と
い
う
o

）
に
の
っ
と
り
、
園
、

市
町
及
び
水
産
業
者
等
と
連
携
を
図
り
つ
つ
、
水
産
業
及
び
漁
村
の
振
興
に
関
す
る
施
策
を
総
合
的
か

っ
計
画
的
に
策
定
し
、
及
び
実
施
す
る
責
務
を
有
す
る
。

2

県
は
、
水
産
業
及
び
漁
村
に
関
す
る
情
報
の
提
供
等
を
通
じ
て
、
水
産
業
及
び
漁
村
の
振
興
に
関
す

る
県
民
の
理
解
を
深
め
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
水
産
業
者
等
の
役
割
）

第
五
条
水
産
業
者
等
は
、
水
産
業
及
び
こ
れ
に
関
す
る
活
動
を
行
う
に
当
た
っ
て
は
、
自
ら
が
水
産
業

及
び
漁
村
の
振
興
を
図
る
主
体
で
あ
る
と
の
認
識
の
下
に
、
相
互
に
連
携
し
て
基
本
理
念
の
実
現
に
向

け
て
主
体
的
に
取
り
組
む
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。

（
県
民
等
の
役
割
）

第
六
条
県
民
は
、
水
産
業
及
び
漁
村
並
び
に
県
産
水
産
物
に
関
す
る
理
解
を
深
め
る
と
と
も
に
、
水
産

物
に
関
す
る
消
費
生
活
の
向
上
及
び
水
域
環
境
の
保
全
に
努
め
る
も
の
と
す
る
。

2

県
内
の
水
域
に
お
い
て
遊
漁
そ
の
他
の
余
暇
活
動
を
行
う
者
及
び
こ
れ
に
関
す
る
事
業
を
営
む
者
は
、

航
行
等
の
秩
序
を
守
り
、
及
び
漁
業
制
度
に
関
す
る
理
解
を
深
め
る
と
と
も
に
、
漁
業
生
産
活
動
及
び

水
域
環
境
に
影
響
を
与
え
な
い
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。

（
財
政
上
の
措
霞
）

第
七
条
県
は
、
水
産
業
及
び
漁
村
の
振
興
に
関
す
る
施
策
を
実
施
す
る
た
め
、
必
要
な
財
政
上
の
措
置

を
講
ず
る
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。

第
二
章
基
本
計
画

口、



第
八
条
知
事
は
、
水
産
業
及
び
漁
村
の
振
興
に
関
す
る
施
策
の
総
合
的
か
つ
計
留
的
な
推
進
を
図
る
た

め
の
基
本
的
な
計
画
（
以
下
「
基
本
計
箇
」
と
い
う
。
）
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

2

基
本
計
画
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
定
め
る
も
の
と
す
る
。

一
水
産
業
及
び
漁
村
の
振
興
に
関
す
る
基
本
的
な
方
針
及
び
主
要
な
目
標

二
水
産
業
及
び
漁
村
の
振
興
に
関
す
る
基
本
的
施
策
の
実
施
に
関
し
必
要
な
事
項

三
前
二
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
水
産
業
及
び
漁
村
の
援
興
に
関
す
る
施
策
を
総
合
的
か
つ
計
商

的
に
推
進
す
る
た
め
に
必
要
な
事
項

3
知
事
は
、
基
本
計
画
を
定
め
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
広
く
県
民
の
意
見
を
聴
く
と
と
も

に
、
議
会
の
議
決
を
経
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

4

知
事
は
、
基
本
計
画
を
定
め
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
こ
れ
を
公
表
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

5
知
事
は
、
毎
年
一
回
、
基
本
計
画
に
基
づ
く
施
策
等
の
実
箱
状
況
に
つ
い
て
公
表
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
し

日
知
事
は
、
水
産
業
及
び
漁
村
を
め
ぐ
る
情
勢
の
変
化
を
勘
案
し
、
お
お
む
ね
五
年
ご
と
に
、
基
本
計

函
の
見
蓋
し
を
行
い
、
必
要
な
変
更
を
加
え
る
も
の
と
す
る
。

7

第
三
項
及
び
第
四
項
の
規
定
は
、
前
項
の
基
本
計
画
の
変
更
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

第
三
章
水
産
業
及
び
漁
村
の
振
興
に
関
す
る
基
本
的
施
策

第
一
節
水
産
資
源
の
維
持
及
び
増
大
並
び
に
競
争
力
の
あ
る
養
殖
業
の
構
築

（
水
産
資
源
の
維
持
及
び
増
大
）

第
九
条
県
は
、
水
産
資
源
の
適
切
な
保
存
及
び
管
理
を
図
る
た
め
、
科
学
的
知
見
を
踏
ま
え
た
漁
獲
量

及
び
漁
獲
努
力
量
の
管
理
、
漁
業
者
へ
の
指
導
及
び
監
督
、
遊
漁
に
係
る
秩
序
の
形
成
、
密
漁
対
策
そ

の
他
の
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。

2
県
は
、
栽
培
漁
業
の
推
進
を
図
る
た
め
、
水
産
動
植
物
の
種
苗
の
適
正
な
規
模
で
の
生
産
及
び
放
流

並
び
に
放
流
し
た
水
産
資
源
の
保
護
そ
の
他
の
必
要
な
措
鷺
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。

3
県
は
、
水
産
資
源
に
関
す
る
調
査
及
び
研
究
の
推
進
を
図
る
た
め
、
海
況
及
び
漁
況
に
関
す
る
調
査

及
び
研
究
そ
の
他
の
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。

（
競
争
力
の
あ
る
養
殖
業
の
構
築
）

第
十
条
県
は
、
・
安
全
で
安
心
な
養
殖
水
産
物
の
安
定
供
給
を
図
る
た
め
、
疾
病
の
ま
ん
延
防
止
等
の
適

切
な
対
策
、
養
殖
環
境
の
保
全
、
生
産
履
歴
に
係
る
情
報
の
保
管
及
び
開
示
の
促
進
そ
の
他
の
必
要
な

措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。

2

県
は
、
安
定
的
で
収
益
性
の
高
い
養
殖
業
の
経
営
の
確
立
を
図
る
た
め
、
養
殖
水
産
物
の
需
婆
の
拡

大
、
需
要
に
応
じ
た
生
産
及
び
新
た
な
技
術
の
導
入
の
支
援
そ
の
他
の
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
も
の
と

す
る
。

第
二
節
多
様
な
担
い
手
の
確
保
及
び
育
成
並
び
に
経
営
力
の
強
化

（
多
様
な
担
い
手
の
確
保
及
び
育
成
）

第
十
一
条
県
は
、
水
産
業
の
多
様
な
担
い
手
の
確
保
及
び
育
成
を
図
る
た
め
、
水
産
業
の
魅
力
の
発
信
、

就
業
希
望
者
の
受
入
環
境
の
整
備
、
労
働
環
境
の
改
善
、
水
産
業
と
福
祉
に
関
す
る
事
業
の
連
携
の
促

進
、
水
産
業
者
等
の
漁
業
及
び
加
工
の
技
術
並
び
に
経
営
管
理
能
力
の
向
上
そ
の
他
の
必
要
な
措
置
を

講
ず
る
も
の
と
す
る
。

（
安
定
し
た
漁
業
経
営
の
育
成
）

第
十
二
条
県
は
、
安
定
し
た
漁
業
経
営
の
育
成
を
図
る
た
め
、
収
益
性
の
向
上
に
資
す
る
施
設
の
導
入

官、
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4 三重県水産業及び漁村の振興に関する条例案］

の
促
進
、
事
業
の
共
同
化
及
び
拡
大
の
促
進
、
同
府
産
水
産
物
の
活
用
に
関
す
る
漁
業
者
及
び
水
産
加
工

業
者
聞
の
連
携
の
促
進
そ
の
他
の
必
要
な
措
霞
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。

（
水
産
業
協
同
組
合
の
経
営
の
安
定
）

第
十
三
条
県
は
、
水
産
業
協
同
組
合
（
水
産
業
協
同
組
合
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
二
百
四
十
二
号
）

第
二
条
に
規
定
す
る
水
産
業
協
同
組
合
を
い
う
。
）
の
経
営
の
安
定
を
図
る
た
め
、
そ
の
組
織
及
び
事

業
の
強
化
及
び
充
実
、
合
併
等
に
よ
る
再
編
の
促
進
そ
の
他
の
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
石
。

（
県
産
水
産
物
の
競
争
力
の
強
化
）

第
十
四
条
県
は
、
県
産
水
産
物
の
競
争
力
の
強
化
を
図
る
た
め
、
県
産
水
産
物
に
関
ー
し
、
六
次
産
業
化

等
に
よ
る
高
付
加
価
値
化
の
促
進
、
観
光
業
そ
の
他
の
産
業
と
の
連
携
、
衛
生
管
理
の
高
度
化
及
び
流

通
の
効
率
化
の
促
進
、
輸
出
の
促
進
そ
の
他
の
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。

第
三
節
災
害
に
強
く
生
産
性
が
高
い
水
産
基
盤
の
整
備
及
び
活
力
あ
る
漁
村
の
構
築

（
水
産
業
の
基
盤
の
整
備
）

第
十
五
条
県
は
、
災
害
に
強
く
生
産
性
が
高
い
水
産
業
の
構
築
を
図
る
た
め
、
漁
港
及
び
漁
村
の
防
災

及
び
減
災
対
策
、
漁
港
及
び
漁
場
並
び
に
流
通
加
工
施
設
の
整
備
そ
の
他
の
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
も

の
と
す
る
。

（
水
産
動
植
物
の
生
育
環
境
の
保
全
、
改
善
及
び
創
造
）

第
十
六
条
県
は
、
水
産
動
植
物
の
生
育
環
境
の
保
全
、
改
善
及
び
創
造
を
図
る
た
め
、
藻
場
及
び
干
潟

の
造
成
、
漁
業
者
等
が
行
う
藻
場
、
干
潟
等
の
保
全
活
動
の
促
進
そ
の
他
の
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
も

の
と
す
る
。

（
活
力
あ
る
漁
村
の
構
築
）

第
十
七
条
県
は
、
活
力
あ
る
漁
村
の
構
築
を
図
る
た
め
、
水
産
業
及
び
漁
村
が
有
す
る
文
化
の
継
承
、

景
観
の
保
全
そ
の
他
の
多
面
に
わ
た
る
機
能
の
発
揮
の
促
進
、
水
産
業
及
び
漁
村
と
観
光
業
と
の
連
携

の
強
化
の
促
進
、
漁
港
施
設
等
の
利
用
に
係
る
秩
序
の
形
成
及
び
積
極
的
な
活
用
の
促
進
そ
の
他
の
必

要
な
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。

（
内
水
面
地
域
の
活
性
化
）

第
十
八
条
県
は
、
内
水
面
地
域
の
汚
性
化
を
図
る
た
め
、
内
水
面
に
お
け
る
水
産
資
源
の
保
全
及
び
活

用
、
内
水
面
に
お
け
る
漁
場
環
境
の
保
全
及
び
管
理
そ
の
他
の
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。

第
四
節
そ
の
他
の
施
策

（
水
産
業
に
関
す
る
技
術
の
研
究
開
発
の
推
進
及
び
そ
の
成
果
の
普
及
）

第
十
九
条
県
は
、
水
産
業
に
関
す
る
技
術
の
研
究
開
発
の
推
進
及
び
そ
の
成
果
の
普
及
を
図
る
た
め
、

国
、
高
等
教
育
機
関
（
学
校
教
育
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
十
六
号
）
第
八
十
三
条
に
規
定
す
る

大
学
及
び
同
法
第
百
十
五
条
に
規
定
す
る
高
等
専
門
学
校
を
い
う
。
）
、
民
間
企
業
そ
の
他
試
験
研
究

機
関
と
の
連
携
の
強
化
、
水
産
業
に
応
用
が
可
能
な
技
術
又
は
研
究
を
活
用
し
た
先
端
的
な
研
究
開
発

の
推
進
及
び
そ
の
成
果
の
普
及
そ
の
他
の
必
要
な
措
援
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。

（
県
民
の
理
解
の
促
進
）
同

第
二
十
条
県
は
、
県
民
の
水
産
業
及
び
漁
村
に
関
す
る
理
解
の
促
進
を
図
る
た
め
、
水
産
業
及
び
漁
村

に
関
す
る
情
報
の
提
供
及
び
学
習
機
会
の
充
実
、
地
産
地
消
の
推
進
、
魚
食
の
普
及
そ
の
他
の
必
要
な

措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。

附

則

こ
の
条
例
は
、
令
和
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

【第 22号

...... 



提
案
理
由

水
産
業
の
健
全
な
発
展
及
び
豊
か
で
活
力
の
あ
る
漁
村
の
構
築
を
図
る
た
め
、
水
産
業
及
び
漁
村
の
援

興
に
つ
い
て
必
要
な
事
項
を
定
め
る
必
要
が
あ
る
。
こ
れ
が
、
こ
の
議
案
を
提
出
す
る
理
由
で
あ
る
。

ロコ

5終三重県水産業及び漁村の振興に関する条例案］【第 22号



［議案補充説明］

2 議案第47号「三重県食の安全・安心の確保に関ずる条例の一部

を改正する条例案j

1 改正理由

食品衛生法の一部改正に伴い、「三重県食の安全・安心の確保に関する条例」

の規定を整理するものです。

2 条例改正の概要

条例第 23条において、食品衛生法の一部改正により条ずれが生じたことに

伴い、引用する条項を修正します。

3 施行期日

令和2年6月 1日

nu 



議
案
第
四
十
七
号

三
重
県
食
の
安
全
・
安
心
の
確
保
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
案

右

提

出

す

る

。

令
和
二
年
二
月
十
七
日

三

重

県

知

事

鈴

三
重
県
食
の
安
全
・
安
心
の
確
保
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

三
重
県
食
の
安
全
・
安
心
の
確
保
に
関
す
る
条
例
（
平
成
二
十
年
三
重
県
条
例
第
三
十
三
号
）

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
の
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
傍
線
で
示
す
よ
う
に
改
正

す
る
。

木

英

敏
の

部

正

改

改

正

育tr

後

（
出
荷
の
禁
止
）

第
二
十
三
条
生
産
者
は
、
食
品
衛
生
法
刑
ヨ
斜

鱗
ゴ
調
苅
民
新
斗
調
の
規
定
に
よ
り
販
売
等
が

禁
止
さ
れ
た
農
林
水
産
物
を
出
荷
し
て
は
な
ら

古
、
。

f
e
b
 附

則

こ
の
条
例
は
、
令
和
二
年
六
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
出
荷
の
禁
止
）

二
十
三
条
生
産
者
は
、
食
品
衛
生
法
｝
豹

矧
ゴ
項
対
同
剣
当
調
の
規
定
に
よ
り
主
党
等
が

禁
止
さ
れ
た
農
林
水
産
物
を
出
荷
し
て
は
な
ら

な
し

提
案
理
由

食
品
衛
生
法
の
一
部
改
正
に
伴
い
、
規
定
を
整
理
す
る
必
要
が
あ
る
。
こ
れ
が
、
こ
の
議
案
を
提
出
す

る
理
由
で
あ
る
。

~ 

Cコ

三重県食の安全・安心の確保！こ関する条例の一部を改正する条例案】【第 47号



【議案補充説明］

3 議案第 48号「三重県地方卸売市場条例の一部を改正する条例

案j

1 改正理由

卸売市場法の一部改正に鑑み、三重県地方卸売市場の市場関係、事業者及び

市場内の取引に係る規定等を整備するものです。

2 条例改正の概要

卸売市場法の一部改正により、都道府県が行うこととされていた地方卸売

市場内の卸売業務の許可についての規定が削除されたことから、三重県地方

卸売市場については、開設者である県が許可するものとして関係する規定を

整備します。

また、これまで全国一律に定められてきた取引に関するルールが見直され、

今後は各卸売市場がそれぞれの地域における生鮮食料品等の流通事情に合わ

せた独自の取引ルーノレを設定できるようになったことに伴い、三重県地方卸

売市場内の取引ルール等に関する規定を整備します。

3 施行期日

令和2年6月 21日（一部公布の日）

一11-



議
案
第
四
十
八
号

三
重
県
地
方
卸
売
市
場
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
案

右

提

出

す

る

。

令
和
二
年
二
月
十
七
日

三
重
県
知
事

三
重
県
地
方
卸
売
市
場
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

三
重
県
地
方
卸
売
市
場
条
例
（
平
成
十
八
年
三
重
県
条
例
第
七
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
。次

の
表
の
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
傍
線
で
示
す
よ
う
に
改
正

す
る
。

目
次第

一
章
総
則
（
第
一
条

l
矧
叶
到
斜
）

第
二
章
市
場
関
係
事
業
者

第
一
節
卸
売
業
者
（
鋼
叶
対
斜

l
矧
コ
」
心
一
〕

条）

第
二
節
仲
卸
業
者
（
矧
ゴ
叶
剛
斜

i
剰
豆
什

斜）

第
三
節
売
買
参
加
者
（
鋼
三
叶
↓

4
i矧
ヨ

汁
ヨ
斜
）

第
四
節
関
連
事
業
者
（
矧
弓
叶
叫
斜

l
銅
ヨ

刊
対
斜
）

第
五
節
買
出
入
（
矧
叫
叶
刑
判
［
矧
叫
叶
」
」

斜）

第
三
章
売
買
取
引
及
び
決
済
の
方
法
（
銅
副
什

ゴ
斜
1
剣
珂
汁
川
出
明
）

斜
四
割
引
制
肩
寸
剰
刻
吋
側
剖
側
副
叫
叫
凶
叫
創
出
四

瑚
例
刻
吋
ベ
剣
詞
叶
刈
斜
叶
l

矧
到
割
引
市
場
施
設
の
利
用
（
矧
対
叶
斜
｜
矧
対

刊
』
ベ
斜
）

監
督
（
矧
対
叶
廿
斜
矧
対
叶
刈
斜
）

三
重
県
地
方
卸
売
市
場
運
営
協
議
会

（
剣
廿
叶
斜

i
矧
廿
什
川
斜
）

雑
則
（
矧
廿
叶
刈
斜
｜
矧
川
叶
叫
刻
現
）

改

五

後

自
f

次第
一
章
総
則
（
第
一
条
銅
刑
制
剤
）

第
二
章
市
場
関
係
事
業
者

第
一
節
卸
売
業
者
（
鱗
刊
川
斜
｜
第
一

条）

第
二
節
仲
卸
業
者
（
矧
ゴ
叶
刈
斜
銅
ヨ
引

珂
斜
）

第
三
節
売
買
参
加
者
（
鋪
ゴ
叶
対
斜
矧
4
4

刊
川
斜
）

第
四
節
関
連
事
業
者
（
矧
斗
叶
刻
則
規
矧
剛

叶
ゴ
斜
）

第
五
節
貿
出
入
（
鏑
四
叶
刷
出
明

i
矧
叫
叶
対

斜）

売
買
取
引
及
び
決
済
の
方
法
（
矧
剛
刊

廿
斜
銅
対
叶
珂
斜
）

第
三
章

出
刑
罰
間
牽

市
場
施
設
の
利
用
（
鰻
対
叶
対
斜
｜
刷
用

叫
叶
ゴ
斜
）

監
督
（
矧
廿
叶
斗
斜

l
嬬
廿
叶
対
到
）

三
重
県
地
方
卸
売
市
場
運
営
協
議
会

（
矧
廿
叶
吋
斜
1
矧
川
叶
珂
刑
判
）

雑
則
（
矧
ぺ
叶
4
ベ
斜
鍋
対
叶
副
斜
）

矧
珂
出
明

矧
』
ベ
割
判

相
同
〔
ム
ハ

d
E明

鍋
吋
割

鈴

英

敬

木

改

五

前

矧

廿

副

司

剣

川

端

仙

削

則

附

則

（

問

的

）

（

目

的

）

嘉
一
条
こ
の
条
例
は
、
三
重
県
地
方
卸
売
市
場
一
第
一
条
こ
の
条
例
は
、
三
重
県
地
方
卸
売
市
場

（
以
下
「
市
場
」
と
い
う
。
）
の
設
援
並
び
に
卸
（
以
下
「
市
場
」
と
い
う
。
）
の
設
置
並
び
に
卸

売
市
場
法
（
昭
和
四
十
六
年
法
律
第
一
二
十
五
号
。
売
市
場
法
（
昭
和
四
十
六
年
法
律
第
三
十
五
号
。

田 A

"' 

三重県地方卸売市場条例の一部を改正する条例案】【第 48号



2 三重県地方卸売市場条例の一部を改正する条例案】【第 48号

以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
十
三
斜
銅
四
項
に
規

定
す
る
事
項
そ
の
他
施
設
の
管
理
等
に
つ
い
て

必
要
な
事
項
を
定
め
、
そ
の
適
正
か
つ
健
全
な
運

営
を
確
保
す
る
こ
と
に
よ
り
、
生
鮮
食
料
品
等
の

取
引
の
適
正
化
並
び
に
そ
の
生
産
及
び
流
通
の

円
滑
化
を
図
り
、
も
っ
て
県
民
生
活
の
安
定
に
資

す
る
こ
と
を
自
的
と
す
る
。

ベ
創
謝
叶
｜

」
と
は

に
よ
り
宮
古
を
到

Jm

に
お
い
て
制
対

η剰
刻
刻
制
引
剖
創
刊

2 

以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
一
J

刑
判
川
魚
銅
斗
胡
及

司
斗
劃
民
側
剰
制
捌
斜
側
ベ
判
劇
叶
斗
伺
ヨ
謡
尉

斜
例
鋪
斗
叶
剖

1
以
寸
↓
剰
斜
側
叶

4け
引

1
J「

創
刊
対
斜
矧
ゴ
項
に
規
定
す
る
事
項
そ
の
他
施

設
の
管
理
等
に
つ
い
て
必
要
な
事
項
を
定
め
、
そ

の
適
正
か
つ
健
全
な
運
営
を
確
保
す
る
こ
と
に

よ
り
、
生
鮮
食
料
品
等
の
取
引
の
適
正
化
並
び
に

そ
の
生
産
及
び
流
通
の
円
滑
化
を
図
り
、
も
っ
て

県
民
生
活
の
安
定
に
資
す
る
こ
と
を
目
的
と
す

る。

銅
4
4↓
剖
刑

.... 
w 



は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

名
称
一
一
一
重
県
地
方
卸
売
市
場

位
霞
松
阪
市
小
津
町
八
百
番
地

副
補
叶
叫
刻
叫
叶
叫
可
四
叶
川
w斗

川
同
1

－ノ

（

略

）

一

説

斜

（

略

）

（
指
定
管
理
者
が
行
う
業
務
の
範
囲
）
一
（
指
定
管
理
者
が
行
う
業
務
の
範
囲
）

百
周
到
斜
指
定
管
理
者
は
、
次
に
掲
げ
る
業
務
を
行
粛
困
斜
指
定
管
理
者
は
、
次
に
掲
げ
る
業
務
を
行

一

う

も

の

と

す

る

。

一

う

も

の

と

す

る

。

一

一

｛

、

一

二

（

路

）

一

一

1
三
（
略
）

一
四
矧
廿
刊
斗
斜
に
規
定
す
る
利
用
料
金
の
収
一
四
雪
ベ
叶
対
到
に
規
定
す
る
利
用
料
金
の
収

一

受

等

に

関

す

る

業

務

一

受

等

に

関

す

る

業

務

一

五

・

六

（

略

）

一

五

・

六

（

略

）

調
対
刻
司
1
矧

川

刑

判

（

路

）

菊

到

刑

判

1
鎖
叫
斜
（
略
）

一

（

揺

出

疋

等

の

告

示

）

一

（

指

定

等

の

告

示

）

－
九
条
知
事
は
、
次
に
掲
げ
る
場
合
に
は
、
そ
の
菊
川
斜
知
事
は
、
次
に
掲
げ
る
場
合
に
は
、
そ
の

一
回
目
を
告
一
ホ
す
る
も
の
と
す
る
。
一
回
簡
を
告
示
す
る
も
の
と
す
る
。

一
一
矧
吋
斜
鎖
斗
調
の
規
定
に
よ
り
指
定
管
理
一
一
雪
ベ
斜
剣
ゴ
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
管
理

一

者

を

指

定

し

た

と

き

。

一

ー

者

を

指

定

し

た

と

き

。

一

二

（

略

）

一

一

一

（

略

）

一
一
ニ
銅
叶
叶
ゴ
斜
矧
↓
謝
「
の
規
定
に
よ
り
利
用
一
三
矧
対
叶
対
斜
矧
↓
剥
「
の
規
定
に
よ
り
利
用

一

料

金

を

承

認

し

た

と

き

。

一

料

金

を

承

認

し

た

と

き

。

一

第

十

条

（

略

）

粛

刈

斜

（

路

）

一
（
事
業
報
告
書
の
作
成
及
び
提
出
）
一
（
事
業
報
告
書
の
作
成
及
び
提
出
）

調
判
↓
斜
指
定
管
理
者
は
、
毎
年
度
終
了
後
一
月
粛
叶
斜
指
定
管
理
者
は
、
毎
年
度
終
了
後
一
月
以

以
内
に
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
事
業
報
内
に
、
次
に
掲
げ
る
事
一
項
を
一
記
載
し
た
事
業
報
告

告
書
を
作
成
し
、
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
書
を
作
成
し
、
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

な
い
。
た
だ
し
、
年
度
の
途
中
に
お
い
て
自
治
法
い
。
た
だ
し
、
年
度
の
途
中
に
お
い
て
自
治
法
第

第
二
百
四
十
四
条
の
二
第
十
一
項
の
規
定
に
よ
二
百
四
十
四
条
の
二
第
十
一
項
の
規
定
に
よ
り

り
指
定
を
取
り
消
さ
れ
た
と
き
は
、
そ
の
取
り
消
指
定
を
取
り
治
さ
れ
た
と
き
は
、
そ
の
取
り
消
さ

さ
れ
た
日
か
ら
起
算
し
て
一
月
以
内
に
当
該
年
れ
た
日
か
ら
起
算
し
て
一
月
以
内
に
当
該
年
度

度
の
当
該
自
ま
で
の
間
の
事
業
報
告
書
を
作
成
の
当
該
日
ま
で
の
問
の
事
業
報
告
書
を
作
成
し
、

し
、
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（

略

）

一

（

略

）

二
矧
対
汁
ベ
斜
矧
」

金
の
収
入
の
実
績

三
－
四
（
略
）

汁
↓
斜
（
略
）

（
知
事
に
よ
る
管
理
）

の
と
お
り
と
す
る
。

三
重
県
地
方
卸
売
市
場

松
阪
市
小
津
町
八
百
番
地

イ立名
霞称

斜
辺
司
に
規
定
す
る
利
用
料

金
の
収
入
の
実
績

ニ
・
四

（略）
（絡）

」
川
コ
剣

（
知
事
に
よ
る
管
理
）

メ

ト

に
規
定
す
る
利
用
料

~ 

S論

3 三重県地方卸売市場条例の一部を改正する条例案】【第 48号



4 三重県地方卸売市場条例の一部を改正する条例案］

第
十
二
条

一2

（略）

二
州
出
問
カ
ら
刷
用
一
二
利
四
剖
閉
ま
可
ォ
割
問
一
弓
引
↓
一
3

創
刊
剖
出
町
カ
ら
一
吋
引
一
刻
ま
で
刈
矧
コ
利
｛
ハ

司
君
斗
叶
斗
斜
可
矧
叫
叶
司
封
剛
叶
寸

44
剣
1
雪
↓
叶
吋
司
割
斗
刊
対
斜
1
剣
司
司
サ
司

剣
対
叶
』
ベ
斜
1
封
吋
叶
ゴ
副
司
及
び
別
表
の
規
定
一
剣
対
叶
斜

1
塑
ベ
叶
対
斜
及
び
別
表
の
規
定
は
、

は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
保
証
金
及
び
使
用
料
の
一
前
項
の
規
定
に
よ
る
保
証
金
及
び
使
用
料
の
徴

徴
収
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
一
収
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、

て
、
規
ゴ
叶
ゴ
斜
斜
寸
刻
吐
剣
弓
叶
ゴ
剣
斜
↓
羽
」
第
斗
刊
斜
矧
寸
明
1
矧
ゴ
叶
封
斜
矧
↓
胡
1
矧
ヨ

矧
叫
叶
↓
矧
剣
斗
項
ォ
剣
』
ベ
刊
対
剣
剣
対
調
1
剣
一
叶
吋
剣
斜
↓
胡
1
剣
対
什
銅
剣
対
項
ォ
矧
対
叶
」
パ

叶
刊
斗
斜
矧
↓
項
料
引
剣
J
4割
判
寸
刻
吋
剣
亜
斜
剣
↓
調
刈
叫
矧
斗
調
判
寸
刻
討
矧
珂
羽
並
び

項
並
び
に
別
表
中
「
利
用
料
金
」
と
あ
る
の
は
「
使
一
に
別
表
中
「
利
用
料
金
」
と
あ
る
の
は
「
使
用
料
」

用
料
」
と
、
斜
ゴ
叶
斜
矧
↓
胡
1
剰
ゴ
叶
ゴ
剣
舗
と
、
観
叶
吋
斜
矧
斗
胡
ォ
矧
什
刻
斜
矧
↓
胡
寸
斜

」
詞
1
剣
ゴ
什
ベ
斗
斜
矧
斗
胡
1
矧
司
↓
叶
斗
斜
剰
ゴ
ゴ
叶
斜
調
「
調
1
剣
↓
司
対
剣
割
引
4

1
剣
弓
刊

項
サ
剣
創
刊
斜
矧
↓
胡
叫
矧
』
ベ
什
』
ベ
斜
矧
↓
項
討
対
斜
矧
寸
司
剣
』
ベ
刊
斜
矧
↓
明
料
引
剣
眠
調
割

引
剣
副
割
判
寸
副
司
同
矧
吋
叶
コ
斜
矧
寸
樹
叶
J
淵
可
制
叶
吋
雪
ベ
叶
』
パ
斜
矧
汁
項
叫
矧
当
堀
川
刻
討
剣

司
↓
判
別
司
矧
叫
剖
吋
の
規
定
中
「
指
定
管
理
者
」
と
四
割
の
規
定
中
「
指
定
管
理
者
」
と
あ
る
の
は
「
知

あ
る
の
は
「
知
事
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。
事
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

け
d

粛
」
ド
ヨ
剖
刑

（路）

2 

（賂）

3 

司員引
を

に
対
じ
て
1
J引

っ
て
川
辺
引
制
川
d

【第 48号

日
曜
日
利
司
利
樹
則
（
一
月
五
日
及
び
十
二

月
二
十
五
日
か
ら
十
二
月
三
十
日
ま
で
の
間

品
目
と
す
る

青
果
部

野
菜
、

果
実
及
び
そ
の
加
工
品

水
産
物
部

品

生
鮮
水
産
物
及
び
そ
の
加
工

（
開
場
の
期
日
）

剰
U
T
i
対
刑
判
中
市
場
は
、
次
に
掲
げ
る
日
（
以
下
「
休
菊

R
」
と
い
う
o

）
を
除
き
、
毎
日
、
開
場
す
る
も

の
と
す
る
。

..... 
CJ1 

（略）

（
取
扱
品
目
）

刊

弓

斜

制
d

捌
則
則
例
制

刺
叫
叶
引
吋
｜

青
果
部

野
菜
、
果
実
及
び
そ
の
加
工
品
を

制
同
叫
叫
寸
ー
引
叫
倒
叫
剣
州
制
剖

品
目
と
引
る
d

水
産
物
部
生
鮮
水
産
物
及
び
そ
の
加
工

品
を
｜
討
対
引
制
捌
制
則
斗

U
1
4叫
倒
叫
剣
料

制
剖
矧
対
引
制
捌
制
同
叶
吋
ぷ
叶
l
k

（
開
場
の
期
日
）

副
斜
市
場
は
、
次
に
掲
げ
る
日
（
以
下
「
休

日
」
と
い
う
。
）
を
除
き
、
毎
日
、
開
場
す
る
も

の
と
す
る
。

一
日
曜
日
（
一
月
五
日
及
び
十
二
月
二
十
五
日

か
ら
十
二
月
三
十
日
ま
で
の
問
の
日
曜
日
を



2 

の
日
曜
日
刻
吋
利
樹
同
を
除
く
。
）

二
・
一
二
（
略
）

（略）

刷
用
制
ゼ
剣
（
略
）

（
卸
売
業
者
の
数
）

創
刊
ペ
斜
卸
売
業
者
の
数
は
、
次
の
各
号
の
取
扱

品
目
の
部
類
ご
と
に
、
当
該
各
号
に
掲
げ
る
数
を

超
え
な
い
も
の
と
す
る
。

（略）

4 

処Jく
同
そ
の
刑
の

制
斗
対
同
州
引

斗

銅

」ハ
1
4
2刈
凶

「

明

刷

用

創
同
訓
引
制
可
の
雨
明
消
じ
右
剣
叶
u

ー占

口3

除
く
。
）

（略）

－ 
ー

2 

（略）
州
刑
判
（
絡
）

（
卸
売
業
者
の
数
）

3
ベ
刑
判
卸
売
業
者
ベ
尉
斜
例
第
ゴ
引
二
条
第
〕

の

に

よ

り

ロ

を

話

I
て

叫
科
川
寸
制
強
例
刻
刻
針
倒
バ
引
剥
針
叶
バ
川
司
凶
村

岡
可
寸
の
数
は
、
次
の
各
国
守
の
取
扱
品
目
の
部

類
ご
と
に
、
当
該
各
号
に
掲
げ
る
数
を
超
え
な
い

も
の
と
す
る
。（略）

5 三重県地方卸売市場条例の一部を改正する条例案】

' 

【第 48号



6 三重県地方卸売市場条例の一部を改正する条例案］【第 48号

名
制
刷
消
引
の
日
か
ら
ゴ
剰
を
組
組

U
が
い

と
ふ
き
d

ロ｜
四｜

行
剖
引
引
制
民
の
う
ち
、
次

科
刻
刻
叶
剖
4

イ！の
しv

を
受
け
て
復
樹

に
湖
周
U
て
罰
倒
以

ら
利

1
4叫
刑
制

は
そ
の
刑
の

ノ1あ

る
と
き

創
刊
の
制
問

刷
ぺ
対

力
団
周
凶
よ
る
桐
当
な
何

るな
く
な
っ
判
日
カ
ら
到
剰
を

1
剖
U
なペド

対
闘
創
矧
叶

4
叶
引
」
で

五｜

組

用
し
て
い

六｜

剖
到
同
つ
い
て
力
団
員
等
に
よ
り

珂
嗣
を
到
叶
寸
川
判
も
の
司
制
州
川
町

I
l
l
s
q
l
B』

き吉

る

と

七｜

を可当

5 

知を
急
一
町
川
叶
て
凶
な
ら
な
い

二
叶
出
羽
・
矧
斗
叶
↓
斜
（
略
）

（
保
証
金
の
追
加
預
託
）

矧
ゴ
叶
斜
矧
」

調

..... 
-..J 

（略）

ミ可



い
て
差
押
、
仮
差
押
又
は
仮
処
分
命
令
の
送
達
が
て
差
押
、
仮
差
押
又
は
仮
処
分
命
令
の
送
達
が
あ

あ
っ
た
と
き
、
国
税
滞
納
処
分
又
は
そ
の
例
に
よ
っ
た
と
き
、
国
税
滞
納
処
分
又
は
そ
の
例
に
よ
る

る
差
押
が
あ
っ
た
と
き
、
預
託
す
べ
き
保
証
金
の
羨
押
が
あ
っ
た
と
き
、
預
託
す
べ
き
保
証
金
の
額

額
が
場
額
さ
れ
た
と
き
そ
の
他
保
証
金
に
不
足
が
増
額
さ
れ
た
と
き
そ
の
他
保
証
金
に
不
足
を

を
生
じ
た
と
き
は
、
卸
売
業
者
は
、
指
定
管
理
者
生
じ
た
と
き
は
、
卸
売
業
者
は
、
指
定
管
理
者
の

の
指
定
す
る
期
日
ま
で
に
当
該
処
分
さ
れ
た
金
指
定
す
る
期
日
ま
で
に
当
該
処
分
さ
れ
た
金
額

額
又
は
不
足
金
額
に
相
当
す
る
金
額
を
追
加
し
又
は
不
足
金
額
に
相
当
す
る
金
額
を
追
加
し
て

て

預

託

し

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。

預

託

し

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。

2

（

略

）

一

2

（略）

（

保

証

金

の

充

当

）

一

（

保

証

金

の

充

当

）

湖
コ
叶
ヨ
斜
指
定
管
理
者
は
、
市
場
に
お
い
て
卸
薪
ゴ
叶
刑
判
指
定
管
理
者
は
、
市
場
に
お
い
て
卸
売

売
業
者
か
ら
収
受
す
る
利
用
料
金
、
保
管
料
及
び
一
業
者
か
ら
収
受
す
る
利
用
料
金
、
保
管
料
及
び
手

手
数
料
に
関
し
、
当
該
卸
売
業
者
が
預
託
し
た
盟
数
料
に
関
し
、
当
該
卸
売
業
者
が
預
託
し
た
創
刊

ゴ
什
斜
矧
寸
項
の
保
証
金
に
つ
い
て
、
他
の
債
権
一
廿
斜
剣
寸
調
の
保
証
金
に
つ
い
て
、
他
の
債
権
者

者
に
先
立
（
っ
て
弁
済
を
受
け
る
権
利
を
有
す
る
。
一
に
先
立
っ
て
弁
済
を
受
け
る
権
利
を
有
す
る
。

2

卸
売
業
者
に
対
し
て
市
場
に
お
け
る
卸
売
の
一
2

卸
売
業
者
に
対
し
て
市
場
に
お
け
る
卸
売
の

た
め
の
販
売
又
は
販
売
の
委
託
を
し
た
者
は
当
一
た
め
の
販
売
又
は
販
売
の
委
託
を
し
た
者
は
、
当

該
販
売
又
は
販
売
の
委
託
に
よ
る
債
権
に
粛
し
、
一
該
販
売
又
は
販
売
の
委
託
に
よ
る
債
権
に
関
し
、

当
該
卸
売
業
者
が
預
託
し
た
矧
ゴ
什
斜
斜
斗
胡
｝
当
該
卸
売
業
者
が
預
託
し
た
鎖
叶
吋
斜
矧
↓
J
明

の
保
証
金
に
つ
い
て
、
他
の
債
権
者
に
先
立
っ
て
一
の
保
註
金
に
つ
い
て
、
他
の
債
権
者
に
先
立
っ
て

弁
済
を
受
け
る
権
利
を
占
有
す
る
。
一
弁
済
を
受
け
る
権
利
を
有
す
る
。

3

（

略

）

一

3

（絡）

（

保

証

金

の

返

還

）

一

（

保

証

金

の

返

還

）

調
ゴ
叶
四
斜
矧
ゴ
什
斜
斜
ゴ
の
保
証
金
は
、
卸
一
矧
斗
叶
ぺ
斜
創
刊
廿
斜
矧
↓
喝
の
保
証
金
は
、
卸

売
業
者
が
そ
の
資
格
を
失
っ
た
日
か
ら
起
算
し
売
業
者
が
そ
の
資
格
を
失
っ
た
日
か
ら
起
算
し

て
六
十
日
を
経
過
し
た
後
で
な
け
れ
ば
返
還
し
て
六
十
日
を
経
過
し
た
後
で
な
け
れ
ば
返
還
し

亡、。

な

し

。

右

し

ベ
制
対
剰
剖
叫
刻
珂
寸
劇
削
矧
叶
l

刑
期
制
剰
調
剥
凶
サ
判
例
制
新
叫
川
村
利

引
叫
剖
同
サ
捌
則
寸
刻
以
剖
叶
叶
叶
H
引

叫
刷
叶
同
制
刈
川

に
よ
り
、

引
制
川
d

寸

倒

売

の

剰

親

を

剖
叶
｜

斗

止
じ
、
又
凶

開
じ
た
と

貴司

創
刊
判
明
割
問
J

対
に
捌
』
る
薪
胡
同
刻
刻
が

制
剤
銅
剣
叫
寸
剣
叶
刈
斜
矧
〕

る
制
調
叫
剰
刻
割
減
刷

U
A
H刈
と

か
ら
刷
用
ヨ
号
ま

斗
対
叫
剖
A
1

2 

剛
聞
で

1

定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
ォ
矧

.... 
00 

7 三重県地方卸売市場条例の一部を改正する条例案】【第 48号



8 i 三重県地方卸売市場条例の一部を改正する条例案】【第 48号

なj
lポ

ば
な
ら
な
川
d

3 

倒
剰
剰
剥
が
骨
骨
し
た
と
き
凶
司
当
調
釧
剖
矧

者
叫
淵
斜
ぺ
同
1
珂
則
寸
刻
刻
剖
斗
斗
引
同
川
よ

引
J

料
同
矧
割
叫
刷
例
制
制
州

ー
l
『
i

ー
な
ら
な

き対
き
る
資
力
伺
用
を

る
と
き
は
、
同
条
第
一

り
消
引
も

2 

相
が
判
例
の
各

る
と
き
叫
サ
剣
叶
刈
斜
銅

刊
吋
叶
科
寸
剖
司

の宗一一ロ

を

刈
銅
剣
↓
調
の
害
刊
の
湖
矧
を
受
け

九
日
力
引
制
斜
斗
可
寸
刻
凶
吋
吋
剣
ゴ
叶
剣

第

金

を

な

い

と

き

斗
創
刊
刈
斜
剣
斗
胡
叫
制
可
叫
剥
矧
剖
到
刈
川

対
同
州
引
制
剣
叫
寸
斗
刷
凶
吋
吋

4
d

剖
闘
矧
リ
対
パ
叶
剖
寸
！

斗
引
剖
網
針
斗
別
凶
斗
引
例
剰
刻
刻

対
叶
剖
d

四

止
d 

3 

そ
の
剖
刑
務
を
謝
伺
し
な
い
と
き
叫

知
割
同
叶
料
胡
叫
矧
対
同
利
引
矧
川
淵
を
じ
よ
う

と
吋
剖
叫
剖
同
1
封
劇
側
斜
州
制
判
対
同
矧
叫
叶

樹
剖
刻
刻
闘
剖
園
川
吋
ヰ
司
1
矧
削
ォ
城
珂
刻
吋
山

矧
斜
叫
尉
岡
引
材
寸
叫
ω

削
剖
剥
矧
リ
寸
ォ

4
d

刻
刻
同

4
d
M川

油
引
る

判
明
d

よ
引
伺
材
な
附

（
せ
り
人
の
届
出
）

鋼
斗
刊
吋
斜
（
略
）

2

卸
売
業
者
は
、
前
項
の
届
出
事
項
に
変
更
が
あ
一
2

っ
た
と
き
は
1
珂
則
寸
剣
叫
剖
叶
斗
司
吋
判
川
、
一

速
や
か
に
指
定
管
理
者
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
一

ら
な
い
。

4 

ー占

co 
芦割まカ刻毒割

（
せ
り
人
の
属
出
）

二
十
二
条
（
略
）

卸
売
業
者
は
、
前
項
の
届
出
事
項
に
変
更
が
、
あ

っ
た
と
き
は
、
速
や
か
に
指
定
管
理
者
に
届
け
出

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。



制
調
幾
謝

l
、
刷
用
一
」
項
の

刈
け
は
寸
剥
叶
同
制
割
引

矧
刺
寸
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ

倒
剥
吋
刷
例
同
制
叶
判
凶

3 

ょ
に
よ
り
ォ
判
叫
り

な
っ
た
と
き

l
、

引
叶
酒
叫
刈
同
樹

刻
引
材
吋
司
i

（

事

業

報

告

書

の

提

出

）

（

事

業

報

告

書

の

提

出

）

調
ゴ
叶
川
斜
卸
売
業
者
は
吋
矧
則
で
め
る
と
こ
調
ユ
刊
ゴ
斜
卸
売
業
者
は
「
矧
則
対
定
め
る
業

引
同
判
外
割
鶏
罰
則
割
引
例
劇
可
毎
事
業
主
度
一
｝
制
削
割
剖
円
毎
事
世
畠
昨
年
度
経
過
後
九
十
日
以
内
に
、

経
過
後
九
十
日
以
内
に
、
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
一
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

ば
な
ら
な
い
。

2 

（略）

（
仲
卸
業
務
の
承
認
）

ば
、
指
一
鋼
コ
什
到
刑
判
制
捌
吋
お
は
る
同
町
卸
訟
は
、

f
な
ら
お
川
」
指
定
管
理
者
の
承
認
を
到
叶
対
判
官
吋
な
同
叫
JI

て
伺
斗
対
同
刻
叫
刻
叶
4
l

叶
剤
取
扱
品
一
2

前
項
の
承
認
は
、
取
扱
品
目
の
部
類
ご
と
に
行

』

Fnノ
。

2 3 

一寸提る別 目
者i 出事で1第‘の前
q名｜ し項剣一部項
Il:;I剰なをめ 項 類 の
名I_Jけ記るのご承

司れ苧 E雲と認
司ば~ ~警には
引なテシろを行，，斗

ら函こ受う削
な会よナ。，，，
い孟りよ ;:1 

ご次： 己
正与す
管号j－~二
理に二
者捌可

"' 0 

の
吋
矧
制
叫
一
同

第
一
項
の
承
認
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
副

同
捌
叶
引
事
項
を
記
載
し
た
刻
剰
制
調
割
吋
規

則
寸
刻
叫
引
劃
網
針
痢
州
斗
寸
指
定
管
理
者
に

提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

寸

倒

珂

ぺ

湖

ぺ

叫

対

寸

寸

同

1
刻
利
叶

閃
叫
珂
剖
制
Mm

の
氏j

9 三重県地方卸売市場条例の一部を改正する条例案】【第 48号



10 三重県地方卸売市場条例の一部を改正する条例案】［第 48号

（略）

役
員
の
氏
名

四｜ヨ司
4 

ベ
剖
刑
罰
口
市
に

州
制
覇
雨
明

指
定
管
理
者
は
、
第
一
項
の
承
認
の
申
請
を
し
一
4

た
者
が
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
日
｝

き
l
、

問

項

を

比

ら

ム

な

し

」
i

剃
刈
寸
刻
け
斗
剖
d

め
る
も
の
の
岡
由
、
矧
則
対

期
に
週
珂
じ
て
罰
剣
以
の
副
川
凶

、
寸
叫
刑
制
桝
伺
剖
鮒
が
り

1
剥
リ

制
刻
到
叶
引
叶
叫
叶
科
刻
パ
M

針
樹
測
リ
制
パ
叶
剖
d

処く
凶
凶
勺
そ
の
刑
の

な
っ
た
日
か
ら

－一一

刷
用

む
よ
る
痢
剰
の
闘
消
し
を
到
同
対

消
し
叫
同
利
引
ゴ
制
剖

川過
U
M
な
い

シ
』
キ
C
F
C

岡

、

re人
の
期
制
淵
を

制
叫
山
川

伺
引
る
判
明
員
の
う
ち
に

カ
同
調
割
引
引
料
刻
刻
叶
剖

イ｜

明
網
開
矧
倒
洲
矧
を
受
け
て
街
樹

で
あ
引
と
き
創

規ら

力
問
阿
見
凶
司

l

可
あ
る
と
き
q

r、3
~ 

（略）

淵
人
に
あ
っ
て

l
、
資
刻

刻
吋
役
員
の
氏
名

刻
時
出
資
の

四｜

承
一
割
を
副
曳
け
て
仲
卸
し
の
業
務
を
伺
お
う

叫
吋
判
取
扱
品
目
例
制
判
明

指
定
管
理
者
は
、
第
一
項
の
承
認
の
申
請
を
し

た
者
が
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
副

制
刻
附
剖
叶

」
i

倒

剖
叶
｜

る
も
の
と
引
る
d

斗
のTこ刑

の
料
引
制
算
し
て

刻
剖
叶
可

斗

消
し

の
州
側
U
の
戴
刻
の
劇
罰
酬
の

制
叫
叫
同
州
引
矧
到
し
て

寸
刻
刻
叫
剖
d

市
を
副
司
け
、
そ
の

剖
樹
剖
リ
州
「
い

四｜

制
官
苅
凶
同
卸
剖
矧
鋼

出周刻

U
4同
倒
用
ペ
対
あ

判
明
し
く

可ヨで｜



現
1
吋
（
略
）

指
定
管
理
者
は
、
第
一
項
の
承
認
を
す
る
こ
と
一
5

に
よ
っ
て
仲
卸
業
者
の
数
が
制
斜
倒
剖
叫
捌
叶

到
判
明
を
超
え
る
こ
と
と
な
る
と
き
は
、
こ
れ
を
承

認
し
て
は
な
ら
な
い
。

5 

五！
買
の
う
ち
に
前
各
開

制
謝
料
刻
刻

M
剖
d

七

1
九

（略）

前
項
の
矧
射
に
カ
カ
い
わ
ら
明
叫
l

指
定
管
理
者

は
、
第
一
項
の
承
認
を
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
仲
卸

業
者
の
数
が
制
斜
吋
創
叫
剖
判
明
を
超
え
る
こ
と

と
な
る
と
き
は
、
こ
れ
を
承
認
し
て
は
な
ら
な

守

ν

三

利

汁

染

（

賂

）

商

用

一

平

点

斜

（

略

）

（

保

証

金

の

額

）

一

（

保

証

金

の

額

）

弓
叶
斗
出
判
前
条
第
一
項
の
保
証
金
は
現
金
と
粛
ゴ
刊
甘
斜
前
条
第
一
項
の
保
証
金
は
現
金
と

し
、
そ
の
額
は
、
矧
吋
叶
ゴ
斜
剣
斗
胡
の
規
定
に
し
、
そ
の
額
は
、
塑
ベ
叶
対
斜
斜
↓
胡
の
規
定
に

基
づ
き
定
め
る
利
用
料
金
の
月
額
の
六
倍
に
相
基
づ
き
定
め
る
利
用
料
金
の
月
額
の
六
倍
に
相

当
す
る
額
の
範
囲
内
に
お
い
て
規
則
で
定
め
る
。
当
す
る
額
の
範
囲
内
に
お
い
て
規
則
で
定
め
る
。

2 

川明

d
M剰
カ
ら
刷
用
コ
刑
囚
斜
ま
苅
の
規
定
一
2

前
条
第
一
項
の
保
証
金
に
つ
い
て
準
用
す
一

は
第l

る
2 

トa
ト3

銅
刑
判
別
剰
が
ら
銅
コ
一
斜
ま
で
の
規
定
は
、

前
条
第
一
項
の
保
誌
金
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

れl

11 三重県地方卸売市場条例の一部を改正する条例案］【第 48号



12 三重県地方卸売市場条例の一部を改正する条例案］【第 48号

場
制

l

円
仲
制
調
対
あ
る
淵
刈
と
仲
創
熱
器
司
な

パ
樹
ぺ
州
制
併
い
寸
例
制
漏
刻
寸
料
引
制
刈
料

相
銅
剣
引
場
制
剖
倒
寸
斗
刻
吋
州
制
州
場
創
ベ
剖
川

で

け

る

を

さ

る

制
同
瞬
到
吋
斗
叶
科
け
寸
1
当
矧
創
倒
刻
吋
斜
由
間

吋
寸
パ
寸
樹
創
制
層
制
叫
剥
剰
制
到
叶
対

4
U由

同
1
創
倒
例
制
樹
吋
引
制
刈
樹
叫
叶
同
制
倒
吋
M
出

り

一

さ

た

｝

／

刀

に

よ

り

A
r

し

叫
剰
綱
引
剥
制
リ
剖
制
刈
叫
ォ
付
制
類
例
刷
出

刻
刻
鮒
利
引
叶
｜

制
嘱
叫
剥
剰
剖
到
刑
判
外
川
口

2 
で管

3 

四
割
刻
一
司
明
の
同
ォ
刷
用

「
羽
の
承
認
に
斗
川
寸
単
用
引
引
d
l
m

」
の
場
制
吋

料
川
寸
可
制
斜
矧
剛
胡
叫
斗
矧
↓
胡
倒
剥
剰
叫
判

官

を

た

」

と

る

l

＝
十
四

明
q利
剰
例
制
調
吋
例
制
剣
倒
倒
樹
鯛
吋
引
制
問

く
l

百

｛

に

よ

り

さ

る

，
，
ん
割
に
よ
り
に
け
る
仲
在
の
業
τ

剖
利
樹
引
剖
料
ペ
叶

4
1両
斜
矧
到
判
斗
剣
」

明
寸
刻
剰
叶
計
制
引
例
件
寸
矧
ヨ

ヨ
叫
斜
刑
制

2 

の
剰
認
」
と
、

斗
叶
刈
斜
剥
引
き
と
寄

（
仲
卸
業
務
の
承
認
の
取
消
し
）

司
↓
叶
珂
斜
指
定
管
理
者
は
、
仲
卸
業
者
が
刷
用
一
一

四

A

一

く

i

カ
ら

対
制
対
寸
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
こ
と
と
な

っ
た
と
き
文
は
例
制
U
寸
剰
剰
を
適
確
に
遂
行

す
る
こ
と
が
で
き
る
資
力
信
用
を
有
し
な
く
な

っ
た
と
認
め
る
と
き
は
、
問
条
第
一
項
の
承
認
を

取
り
消
す
も
の
と
す
る
。

矧
ゴ
叶
』
ベ
斜
剣
ゴ
調
料
引
剣
叫
割
判
寸
叫
矧

、

仲

に

っ

し

て

照

る

こ

の

制
同
羽
川
寸
1
同
斜
剣
ゴ
刻
刊
↓
釧
封
鎖
新
叶
J
剖

料
引
叫
吋
斗
州
側
索
剥
叶

d
寸
剣
叶
刈
斜
端
」

斜
矧
J

え
る
も
の
と

N 
c..:> 

2 
な
し1



第
二
項
の

銅
二
判
劃
到
刷
用
一
の
承
認

η週
知
を
再
出

げ
問
削
刈
付
制
鎖
リ
て
ぺ
別
刈
吋
吋
斜
ゴ
叶

ノ

ノ

を

ま

え

し

と

き

斗
矧
斗
叶
到
斜
矧
斗
調
叫
利
剰
併
酒
矧
刻
刻

け
た

E
か

ら

月

E

に

そ

業

刻
刻
倒
矧
リ
掛
川
叶
剖
d

斗
列
剖
樹
剖
斗
別
訓

同
叫
剖
d

四

そ
の
業
務
を

ll: 
し｜

3 4 

時罰恥
l
曳
け
姐

2 

の
承
剰
を
到
耽
よ
う
と

る
樹
刷
、
矧

3 

ト3
4泊

13 三重県地方卸売市場条例の一部を改正する条例案］［第 48号



14 三重県地方卸売市場条例の一部を改正する条例案】I第 48号

粛
なはコI~
い斗」有
。指会｜蚕
害弱参
耳 t 加

担割者

者百
の同 2
空：：：1認、
制定吋）

を 主 目

受に
けな
なろ
けう
れと
ばす
なる
ら者

前
項
の
承
認
は
、
銅
剖
斜
創
号
尚
樹
げ
る
取
一
2

扱

品

目

の

部

類

ご

と

に

行

う

。

一

一

第
一
項
の
承
認
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
吋
剣
ず

則
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
次
の
各
号
に
掲
げ
一

引
事
項
を
記
載
し
た
制
調
割
以
刊
指
定
管
理
者
に

2 3 

4 
則
一
司
掴
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
劇
認
申
綱
相
官
を
樹

に

出

し

z
i
－
－

b
な
し

矧
ゴ
叶
到
斜
矧
叫
明
利
叶
剣
認
調
叫
矧
矧
同

J
1

矧
寸
胡
刻
同
矧
斗
項
例
剥
剰
同
寸
叶
寸
調
属
』
判

到
「
斗
州
場
制
吋
科
パ
寸

1
同
斜
矧
間
需
ベ
斜
対

針
附
引
4
斗

4

－F

の
剥
認
の
申
認
を
い

た｜

」
と
あ
る
の
凶
刊
「

又
は｜

と
謝
判
明

同
名
刺
刻
賀
報
叫
創
出

調
ヨ
刊
出
用
例
制
鶏
剥
凶
叫
ん
閃
の
創
の
い
』
引

同
調
割
引
引
斗
制
同
1
劃
淵
刻
パ
M
J

引
寸
出
聞
を
掃

に
届
け

T
5
1
e
l
f
z
ら
な
し

」
ー
州
側
同
制
調
刻
刻
瞬
矧
叫
叶
刷
U
1対
同

同
開
叫
対
副
剖
d

斗

矧

斗

刊

あ
っ
て
同
」

色合

2 

創
出
用
三
項
矧
」
ロ
τ
カ
ら
銅
ヨ
ロ

ま
で
に
掲
げ
る
｜
朝
胡
同
刻
刻
科
料
寸
叫
叶
剖
ω

斗

州

側

u
d剰
刻
刻
属

4
U吋
叫
剖
叶
｜

イ

古

た

と

き

l
、
当

f

割
叫
樹
斜
刈
同
叶
組
淵
刻
叶

1
引
例
制
刻
矧
剖
刈
管

に
届
It

－

－

J
7
ら
え
い

（
売
貿
参
加
者
の
承
認
）

」
斗
叶
↓
剤
耐
捌
叶
判
パ
寸
制
対
製
剖
利
引
制

剤
剖
到
同
利
引
と
す
る
者
ベ
州
制
剰
額
制
附

d
」

は
、
指
定
管
理
者
の
承
認
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。前

項
の
承
認
は
、
取
扱
品
目
の
部
類
ご
と
に
行

vnノ
。

第
一
項
の
承
認
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
1
刻

叫
樹
叶
引
事
項
を
記
載
し
た
利
剰
刺
詞
劃
叫
矧

調
剤
痢
州
叫
寸
指
定
管
理
者
に

刻
苅
矧
め
る

Nl 
U唱



出
川
む
あ
づ
て
凶
、
資

卸
売
業
者
か
ら
卸
売
を
受
け
よ
う
と
す
る

取
扱
品
目

』
ベ
釧
剣
剖
同
剤
耐
剖
叫
叫
叫
同
州
ォ
矧
刺
司
組

制
引
割
判

指
定
管
理
者
は
、
第
一
項
の
承
認
の
申
請
を
し
一
4

指
定
管
理
者
は
、
第
一
項
の
承
認
の
申
請
を
し

た
者
が
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
当
た
者
が
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る

判

同

1
同
調
例
刻
剰
剖
叫
寸
同
制
叶
刻
吋
吋
｜
一
刻
町
制
附
剖
可
同
調
例
刻
制
剖
吋
到
叫
叫
川
口

汁
矧
弓
叶
ぺ
斜
刈
吋
矧
吋
叶
』
ベ
斜
斜
斗
司
剖
例

司
叶
剖
例
樹
矧
叫
判
制
剥
剰
例
制
判
リ
剖
到
叶
u

引
例
制
判
叫
叫
同
州
司
」

提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

． 

（略）

法
人
に
あ
っ
て
は
、

役
員
の
氏
名

玉j四｜

剣
別
問
出
資
の

4 

を
州
制
治
叫
な
い

対
あ
る
と
き
d

当
該
申
請
に
係
る
取
扱
品
目
の
部
類
に
属

す
る
市
場
の
卸
売
業
者
若
し
く
は
仲
卸
業
者

引
役
員
若
し
く
は

又
は
そ
倒
封
切

使
用
人
で
あ
る
と
き

伺

叫
1
4ベ

七

（略）

認
め
ら

円
剰
員
判
例
加
制
の
変
更
の
届
出
等

弓

叶

吋

斜

剰

到

観

測
J

剖
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
謂

れ
か
に
該
当
す
る
剖
き
「
引
規
則
」
U

定
制
刻
凶

d

－

a叶
判
叶
叶
封
引
』
叫
指
定
管
理
者
に
届
け
出
な
一

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

N 
O') 

提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（略）

． 三
法
人
に
あ
っ
て
は
、
資

利
吋
役
員
の
氏
名

到
別
問
出
資
州
制
明

四！

劇
認
を
曳
け
て
卸
売
業
者
か
ら
卸
売
を
受

け
よ
う
と
す
る
取
扱
品
目
例
制
調

卸

剣

の

相

と

し

て

必

到

な

知

識

矧

ね

例

制
岨
閥
村
岡
国
周
カ
信
用
剖
剖

U
掛
川
司
射
訓

剖

剖
d

一一一

当
該
申
請
に
係
る
取
扱
品
目
の
部
類
に
属

す
る
市
場
の
卸
売
業
者
若
し
く
は
仲
卸
業
者

又

は

釧

対

剰

観

樹

叫

叶

同

例

制

調

外

役

員

若
し
く
は
使
用
人
で
あ
る
と
き
。

四
第
三
十
一
一

利
名
柄
変
更
副
司
の
届
出

司
叶
斗
剣

前
一
斜
矧
」
明
の
剰
剰
を
同
珂
問
剖

判
例
判
掴
国
民
劇
川
剥
叶

4川
バ
引
『
寸
は
、
次
の

各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
捌
剣
吋
同
ォ
謝
淵

対

Q
1寸
叫
副
剖
指
定
管
理
者
に
届
け
出
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

＼ 
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16 

民
名
又
附
釦
目
利
判
闘
に
あ
っ
て
削
、
名
刺
叫

た

る

日

時

u

f

表

名
叶
剖
刻
馬
叫
対
剖
剖

1

斗
嗣
剖
刻
刻
到
リ
出
叶
剖
司
i

（

略

）

一

斗

（

略

）

売
買
参
加
者
が
死
亡
し
、
又
は
解
散
し
た
と
き
一
2

売
貿
参
加
者
が
死
亡
し
、
又
は
解
散
し
た
と
き

は
、
当
該
売
買
参
加
者
の
相
続
人
又
は
清
算
人
一
は
、
当
該
売
買
参
加
者
の
相
続
人
又
は
清
算
人

は
1
剥
引
料
叶
指
定
管
理
者
に
届
け
出
な
け
れ
ば
一
は

1謝
淵
制
叶

1
4
2同
剖
指
定
管
理
者
に
届
け

な

ら

な

い

。

一

出

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。

（
売
買
参
加
者
の
承
認
の
取
消
し
）
一
（
売
買
参
加
者
の
承
認
の
取
消
し
）

菊
オ
叶
ぺ
刑
判
指
定
管
理
者
は
、
売
買
参
加
者
が
剣
頭
弓
叶
ヨ
斜
指
定
管
理
者
は
、
売
買
参
加
者
が
剣

斗
什
オ
斜
矧
叫
唄
矧
ゴ
剖
刈
引
病
対
剖
判
寸
の
ヨ
叶
↓
斜
矧
叫
富
司
川
寸

い

ず

れ

か

に

該

当

す

る

こ

と

と

な

っ

た

と

き

又

料

叶

矧

ガ

は
卸
売
の
相
手
方
と
し
て
必
要
な
資
力
信
用
を

有
し
な
く
な
っ
た
と
認
め
る
と
き
は
、
そ
の
承
認

を
取
り
消
す
も
の
と
す
る
。

三重県地方卸売市場条例の一部を改正する条例案】【第 48号

'S 

2 
な
け

2 

制
調
吟
承
認
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
円
矧
則
一
2

る

と

こ

ろ

に

よ

り

そ

各

に

l
る

事
壌
を
記
載
し
た
剤
調
劃
剖
指
定
管
理
者
に
提

出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（略）

法
人
に
あ
っ
て
は
、

役
員
の
氏
名

弔問

淵
刈
同
あ
っ
て
凶
、
資
痢
剣
別
出
出
国
到
の

営
も
う
と
す
る
業
務
の
内
容

六｜

め
る
も
の
の
凶
カ

附
則
寸
剣

制
創

3 

寸
項
削
承
認
の
申
組
問
を
し

の

い

州

吋

矧

剖

た

る
と

つ

一
一
－
号
却
し
く
凶
刷
用

ま
司
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す

る
こ
と
と
な
っ
た
と
き
又
は
卸
売
の
相
手
方
と

し
て
必
要
な
資
力
信
用
を
有
し
な
く
な
っ
た
と

認
め
る
と
き
は
、
そ
の
承
認
を
取
り
消
す
も
の
と

す
る
。

ば

問

調

凶

る

承

認

を

受

け

よ

う

と

す

る

者
は
可
制
同
掲
げ
丸
事
項
を
記
載
し
た
剥
剰
刺
調

割
吋
剰
刺
寸
創
叫
剖
舗
網
刻
刻
州
叫
寸
指
定
管

理
者
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

・一一

（略）

四｜

剰
剰
を
到
ー
け
て
営
も
う
と
す
る
業
務
の
内

Mョ，
廿

"' 『 J



き
刷
、

問
調
の
承
認
を
リ
て
凶
な
ら
が
い
d

の
刑
に

に
溜
同
日
寸
到
剣
の
刑
に
矧
也
ら
判
た

で
制
叫
刑
例
制
何
剖
鮒
料
引
1
刈
同
引
叫
羽
山
の

耕
伺
刻
刻
州
司
斗
叶
州
制
叶
吋
斗
叫
判
刈
川
ら

コ
制
剖
倒
避
リ
羽
川
叫
例
寸
刻
刻
剖
剖
d

一一
銅
剣
以

制
ら
判

Y

到
刷
出
刷
の
規

H
J
湖
叫
な
い
朝
刊
川
が

る
と
き
d

司
↓

を
受
明
て
復

力
団
民
銅
剣
あ
る
と
き

7
4
刈
凶
あ
ヴ
て

ー
ォ
引
d
剰
刻
刻
桝
伺
引
引
制
劃
例
外
叫
川

d

科
料
劇
刈
岡
劇
矧
寸
判
制
民
剖
d

五｜

さ
到
、
対

ー
そ
の
鋼
務
の
矧
助

訓
叫
剖
d

六｛

剰
洞
動
似
つ
い
て

制
到
叶
寸
パ
剖
叫
の
と
可
制
め
ら

力
団
劃
等
に
よ
り

る

と

七｜
を

"' 臼3 を

~＇ を

の
刑
に
処
せ
ら

又
岡
山
岡

問
の

「

カ
ら
制
銅

剣
引
叶
剖
d

で

d
M引
を
念
出
剖
叫
お
い
も
の
で

斗

に
日
引
い

第
五
引

て

梨

叫

潤

銅

剣

一

周
到
引
矧
斗
刑
川
斜
矧
ゴ
剖
到
来
一
ー
同
剣
』
ハ

17 三重県地方卸売市場条例の一部を改正する条例案］【第 48号



18 三重県地方卸売市場条例の一部を改正する条例案］

（

保

証

金

の

預

託

）

（

保

証

金

の

預

託

）

粛
叫
叶
剖
判
関
湖
割
剰
判
引
は
、
制
斜
鋼
一
の
承
認
－

2
叶
対
斜
銅
三
川
市
四
割
引
第
一
割
凶

を
受
け
た
日
か
ら
起
算
し
て
一
月
以
内
に
保
証
一
刻
剰
剖
到
叶
対
新
斗
刈
寸
↓
倒
閣
割
梨

金
を
指
定
管
理
者
に
預
託
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
一
引
『
寸
は
、
承
認
を
受
け
た
日
か
ら
起
算
し
て
一

ぃ

。

一

月

以

内

に

保

証

金

を

指

定

管

理

者

に

預

託

し

な

一
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

2

（

略

）

一

2

（路）

（

保

証

金

の

額

）

一

（

保

証

金

の

額

）

矧
剛
叶
辺
司
前
条
第
一
項
の
保
証
金
は
現
金
と
菊
ヨ
叶
吋
斜
前
条
第
一
項
の
保
証
金
は
現
金
と

し
、
そ
の
額
は
、
剣
吋
叶
ゴ
斜
矧
↓
視
の
規
定
に
一
し
、
そ
の
額
は
、
雪
ベ
叶
ベ
斜
嬬
寸
喝
の
規
定
に

基
づ
き
定
め
る
利
用
料
金
の
月
額
の
六
倍
に
相
一
基
づ
き
定
め
る
利
用
料
金
の
月
額
の
六
倍
に
相

当
す
る
額
の
範
囲
内
に
お
い
て
規
則
で
定
め
る
。
一
当
す
る
額
の
範
閣
内
に
お
い
て
規
則
で
定
め
る
。

2

矧
斗
判
ゴ
斜
利
引
矧
ゴ
叶
叫
斜
判
寸
の
規
定
一
2

矧
叶
刈
斜
利
引
矧
斗
刊
「
斜
判
寸
の
規
定
は
、

は
、
前
条
第
一
項
の
保
証
金
に
つ
い
て
準
用
す
一
前
条
第
一
項
の
保
証
金
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

四

閥

、

剰

剥

の

創

刊

更

の

届

出

掛

相

名

刺

刻

珂

副

司

の

届

出

〕

同
叶
ゴ
ー
関
連
事
業
者
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
一
剣
一
〕
司
ぺ
斜
関
連
事
業
者
は
、
次
の
各
号
の
い
ず

れ
か
に
該
当
す
る
叫
剖
附
4
捌
則
寸
刻
制
剤
剖
斗
］
」
れ
か
に
該
当
す
る
域
創
吋
同
組
淵
対
り

1
4叫
割

引
同
判
川
寸
溺
引
料
吋
指
定
管
理
者
に
届
け
出
な
一
刻
指
定
管
理
者
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

け

れ

ば

な

ら

な

い

。

一

一
剣
寸
司
叫
斜
矧
斗
胡
調
「
引
料
引
矧
斗
量
一
剣
ゴ
吋
叫
斜
矧
斗
域
創
剖
に
掲
げ
る
事
項

創
刊
川
ー
に
掲
げ
る
事
項
に
変
更
が
あ
っ
た
と
き
。
一
に
変
更
が
あ
っ
た
と
き
。

ニ
（
略
）

1

5

一
二
（
略
）

関
連
事
業
者
が
死
亡
し
又
は
解
散
し
た
と
き
玄
関
連
事
業
者
が
死
亡
し
、
又
は
解
散
し
た
と
き

【第 48号

る。
2 

刑
九
斜
鋼
一
刊
現
の
矧
一
定
に
よ
り
ポ
剰
の
蹴
消

リ
剖
到
川

1
4叫
麟
料
叫
叫
剛
科
叫
創
到
叫
寸

ゴ
制
剖
倒
剖
叫
判
川
剖
寸
刻
刻
叶
剖
4
1

慰
謝
刻
刻
剥
補
同
剖
伺
吋
引
吋
刻
時
必
要
刊
明

矧
剰
刺
叶
組
側
刈
吋
資
対
倒
刑
制
樹
叫
掛
川

剖
寸
料
引
叫
剖
d

判

力
回
員
制
唱
を
そ
の
剖
刑
務
叫
べ

凶
そ
叫
製
新
叫
矧
釧
者
斗
叫
寸

刻
叶
剖

1

七

又｜

用
し
て
い

剰
刺
到
同
づ
い
て
力
団
員
割
引
に
よ
り

対
岡
針
到
叶
寸
パ
剖
叫
の
判
制
例
引

割付
i

る

とる

N 
《D



当
該
関
連
事
業
者
の
相
続
人
又
は
清
算
人

は
v

画
淵
刻
寸
1
剖
叫
割
引
句
指
定
管
理
者
に
届
け

出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

勢

制

の

創

認

の

取

消

し

等

）

（

剥

剰

の

取

消

し

等

）

、

調
指
定
管
還
者
は
、
関
連
事
業
者
が
粛
弓
叶
刈
斜
指
定
管
理
者
は
、
関
連
事
業
者
が
刷
用

ら
剣
ベ
剖
判
寸
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
こ
と
一
叫
矧
吋
割
判
寸
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
こ
と

と
な
っ
た
と
き
又
は
闘
運
割
剰
叫
業
務
を
適
時
慨
一
と
な
っ
た
と
き
文
は
業
務
を
適
確
に
遂
行
す
る

に
遂
行
す
る
た
め
に
必
要
な
資
力
信
用
を
有
し
一
た
め
に
必
要
な
資
力
信
用
を
有
し
な
く
な
っ
た

な
く
な
っ
た
と
認
め
る
と
き
は
、
そ
の
承
認
を
取
一
と
認
め
る
と
き
は
、
そ
の
承
認
を
取
り
消
す
も
の

り

消

す

も

の

と

す

る

。

ー

一

と

す

る

。

鎖
ゴ
叶
』
ベ
斜
斜
ゴ
謝
料
司
矧
同
調
判
寸
の
規
一
2

矧
ゴ
叶
川
剣
嬬
ゴ
調
の
規
定
は
、
関
連
事
業
者

定
は
、
関
連
事
業
者
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
一
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同

場
合
に
お
い
て
、
同
斜
矧
ゴ
嘱
中
「
制
調
調
剖
」
一
項
中
「
刷
制
調
割
引
」
と
あ
る
の
は
「
関
連
事
業
者
」

と
あ
る
の
は
「
関
連
事
業
者
」
と
、
「
銭
叶
刈
劃
と
、
「
矧
斗
叶
珂
斜
矧
↓
項
」
と
あ
る
の
は
「
剣

矧
↓
胡
叫
制
可
」
と
あ
る
の
は
「
矧
当
叶
刈
斜
刷
用
寸
調
」
と
、
「
矧
斗

↓
胡
叫
剥
割
問
」
と
、
「
矧
ゴ
叶
斜
矧
4
4判

」

と

あ

対

斜

矧

」

る
の
は
「
嬬
叫
叶
斜
矧
↓
調
」
と
止
読
み
替
え
る
も

の
と
す
る
。

は
、
当
該
関
連
事
業
者
の
相
続
人
又
は
清
算
人

は
叶
剥
叫
バ
叫
指
定
管
理
者
に
届
け
出
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

（関、

2 

斗
ι

晶、三
十
四
条

と
あ
る
の
は
「
第
三

え
る
も
の
と
す
る
。

（

買

出

人

の

登

録

）

（

貿

出

入

の

登

録

）

第
四
｜
叶
叫
刑
判
開
制
刈
凶
な
ろ
う
と
す
る
者
は
、
指
第
四
叶
斜
制
捌
叶
料
似
て
州
側
剰
が
ら
鯛
封

定
管
理
者
同
判
剖
登
録
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
針
到
叶
判
外
と
す
る
者
ベ
封
劇
劉
捌
剖
附
叶
」

な

い

。

は

、

指

定

管

理

者

叫

劇

叶

叫

寸

登

録

を

受

け

な

け

れ
ば
な
ら
な
い
。

2 

制
調
の
登
録
を
受
け
よ
フ
と
す
る
者
は
刈
矧
則
；
一
3

で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
次
の
各
可
に
掲
一
げ
る
一

事
項
を
記
載
し
た
制
調
組
問
を
指
定
管
理
者
に
提
一

出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（略）

法
人
に
あ
っ
て
は
、

役
員
の
氏
名

四｜

制

珂

2 

者

l
次
に
掲
げ
る
も
の

と
引
る
q

一

脊

斗
出
間

三

飲
四

到
l
創
出
出
物
の
小
剰
制
調

苅
同
利
劃
側
叫
川
司
制
問

周
刈
同
劇
傾
斜
例
制
制
調

そ
の
倒
捌
創
側
頭
謝
料
剥
剖
と
剰
め
る

矧
寸
刻
ぺ
の
世
話
録
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
1
洲

吋
捌
叶
引
事
項
を
記
載
し
た
到
剣
創
出
劃
同
劇

矧
寸
刻
州
制
覇
矧
を
痢
伺
叫
寸
指
定
管
理
者
に

提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
い
な
い
。

（略）

法
人
に
あ
っ
て
は
、
聞
痢

刻
吋
役
員
の
氏
名

別
刷
出
資
の

w 
cコ
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20 三重県地方卸売市場条例の一部を改正する条例案】【第 48号

一
円
の
野
銭
を
到
Jmた
樹

パ

以

」

と
リ
司
－
J
ー
が
有
効
期
間
満
了
の
日
後
も
引
き
続

き
販
売
を
受
け
よ
う
と
す
る
場
合
は
、
登
録
の
吏

新
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

前
項
の
登
録
の
更
新
を
受
け
よ
う
と
す
る
賢
一
7

前
項
の
登
録
の
更
新
を
受
け
よ
う
と
す
る
寅

出
人
は
1
矧
則
寸
刻
刻
刻
叫

U
4吋
羽
川
、
当
該
一
出
入
は
、
当
該
有
効
期
間
満
了
の

R
ま
で
に

1
強

有
効
期
間
満
了
の
日
中
ま
で
に
勺
封
劇
到
新
叫
倒
到
倒
刻
刻
刷
叫
劃
叫
矧
則
対
対
叫
剖
謝
矧
剖
剥
傾

倒
制
覇
剖
指
定
管
理
者
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
一
叫
寸
1
指
定
管
理
者
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

ら

な

い

。

一

い

。

ベ
闘
同
ぺ
叫
刻
到
q剥
州
制
司
叶
i

一
ベ
刻
制
刻
到
斜
例
刷
叫
叶
i

調
叫
刊
珂
斜
買
出
入
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
頭
副
叶
寸
斜
寅
出
人
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か

に
該
当
す
る
叫
剖
同
ォ
刻
刻
司
矧
叫
制
叶
斗
司
M
M

に
該
当
す
る
場
制
吋
同
謝
料
刻
寸

1
4
d副
剖
指

利
引
1
剥
例
刈
叫
指
定
管
理
者
に
届
け
出
な
け
れ
定
管
還
者
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

ば
な
ら
な
い
。

寸
制
斜
矧
ゴ
樹
矧
寸
剖
刈
叫
剣
斗
新
判
寸
吋

げ

る

に

が

あ

っ

た

と

き

3 

り
引
割
明

指
定
管
理
者
は
、
第
一
項
の
受
録
の
届
出
者
一
4

が
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
剖
剖
－

同
1
同
調
例
封
鎖
倒
叫
寸
同
制
引
材
川
4
i
一

寸
矧
叫
什
対
斜
刈
同
剣
廿
叶
対
斜
鎖
弓
明
列

矧
創
吋
判
例
到
剣
叫
割
判
叫
剖
到
問
寸
剖
叫
割

日

カ

ら

を

、

な

し

で

あ

る
と
き
d

を
到
け
て
鋼
樹
を

（略）

一一一

1
五

対

と
し
て
必

な
州
民
カ
伺
用

引
叶
剖
d

を

4 

（路）

5 

買
出
入
が
有
効
期
間
満
了
の
日
後
も
引
き
続
一
6

き
販
売
を
受
け
よ
う
と
す
る
場
合
は
、
登
録
の
更
一

新
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

6 

（略）

買
出
人
が
死
亡
し
、

又
は
解
散
し
た
と
き
は
、
一
2

当
該
貿
出
人
の
相
続
人
又
は
清
算
人
は
Y
閣

制

出

叫
指
定
管
理
者
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

2 

汁
指
定
管
理
者
は
、
第
一
項
の
登
録
の
届
出
者
が

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
謝
剣
剖
淵

剖
1
同
調
叫
封
鎖
剖
利
引
叫
叫
川
口
司

病
対
叫
樹
制
対
叫
叫
寸
叶
刷

リ
引
川
新
寸
刻
刻
叫
剖
d

創
出
用
カ
信
用

を
斗

斜
到
凶
銅
』
川
』
川
刈
剣
一
一

州
制
淵
叫
剖
受
け

4
4
の
恥

第
四
引

の

定
に
よ
る
劇
団

消
斗
叫
同
村
引
矧
四
県
し
d
J

パ
叫
叫
寸
刻
剖
叶
剖
4

一日
一
1
五

（賂）

5 

（略）

dコ
氏j

名〕
↓↓
 一一一

を
変

嗣
刻
刻
刻
到
U
た
と
き
叫

（略）

買
出
入
、
が
死
亡
し
、
又
は
解
散
し
た
と
き
は
、

当
該
貿
出
人
の
相
続
人
又
は
清
算
人
は
1
劃
明
よ

q
1引
叫
出
阿
部
指
定
管
理
者
に
届
け
出
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

(,) 
~ 



（

寅

出

人

の

劃

銭

外

取

消

し

）

（

貿

出

人

の

取

消

し

）

粛
凶
叶
』
川
斜
指
定
管
理
者
は
、
買
出
入
が
銅
四
ボ
一
第
四
叶
ゴ
斜
指
定
管
理
者
は
、
貿
出
入
が
銅
四

十
叫
斜
剣
弓
嘱
剣
ゴ
剥
が
ら
第
五
号
ま
で
の
い
ず
一
斜
矧
断
胡
矧
弓
引
か
ら
第
五
号
ま
で
の
い
ず
れ

了
れ
か
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
っ
た
と
き
又
は
販
一
か
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
っ
た
と
き
又
は
販
売

十
売
の
相
手
方
と
し
て
必
要
な
資
力
信
用
を
有
し
一
の
相
手
方
と
し
て
必
要
な
資
力
信
用
を
有
し
な

十
な
く
な
っ
た
と
認
め
る
と
き
は
、
そ
の
塗
録
を
取
一
く
な
っ
た
と
認
め
る
と
き
は
、
そ
の
登
録
を
取
り

一

り

消

す

も

の

と

す

る

。

一

消

す

も

の

と

す

る

。

索

四

十

七

条

（

略

）

第

四

十

三

条

（

略

）

一

（

売

買

取

引

の

方

法

）

一

（

売

寅

取

引

の

方

法

）

菊
四
一
川
斜

J

卸
売
業
者
は
、
市
場
に
お
い
て
行
う
類
割
引
剛
斜
卸
売
業
者
は
、
市
場
に
お
い
て
行
う

卸
売
に
つ
い
て
は
、
創
什
到
斜
に
規
定
す
る
取
扱
卸
売
に
つ
い
て
は
、
須
叶
ゴ
到
に
規
定
す
る
取
扱

品
目
の
物
品
（
鱗
刻
叶
ゴ
斜
1
絹
川
叶
廿
斜
矧
寸
口
問
自
の
物
品
（
矧
叫
叶
廿
斜
ー
矧
川
刊
斜
剣
寸
刻

項
刻
叶
矧
刈
叶
ペ
斜
を
叫
聞
き
、
以
下
「
物
品
」
と
刻
叶
剣
川
叶
↓
斜
を
除
き
、
以
下
「
物
品
」
と
い

い
う
。
）
の
売
買
取
引
の
方
法
は
、
せ
り
売
若
し
う
。
）
の
売
買
取
引
の
方
法
は
、
せ
り
売
若
し
く

く
は
入
札
の
方
法
又
は
相
対
に
よ
る
取
引
の
方
は
入
札
の
方
法
又
は
祁
対
に
よ
る
取
引
の
方
法

法
ご
の
卸
売
業
者
と
一
の
卸
売
の
相
手
方
が
個
（
一
の
卸
売
業
者
と
一
の
卸
売
の
相
手
方
が
個

別
に
売
貿
取
引
を
行
う
方
法
を
い
う
。
以
下
「
相
別
に
売
買
取
引
を
行
う
方
法
を
い
う
。
以
下
「
相

対
取
引
」
と
い
う
。
）
に
よ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
対
取
引
」
と
い
う
。
）
に
よ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な

、υ

（略）

2 3 

包，）『、。
2 

（略）

出
刷

用
む
お
け
る
掲
示
矧

ぱ
な
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22 三重県地方卸売市場条例の一部を改正する条例案］【第 48号

制
斗
叶
｜

（

差

別

的

取

扱

い

の

禁

止

）

一

（

差

別

的

取

扱

い

の

禁

止

）

粛
珂
什
斜
卸
売
業
者
は
、
市
場
に
お
け
る
卸
売
の
一
第
四
村
対
刑
判
卸
売
業
者
は
、
市
場
に
お
け
る
卸
売

～
業
務
に
鑓
し
、
出
荷
者
又
は
仲
卸
業
者
若
し
く
は
の
業
務
に
演
し
、
出
荷
者
又
は
仲
卸
業
者
若
し
く

一
売
買
参
加
者
引
例
制
例
制
剤
剖
到
叫
剖
剖
に
対
は
売
買
参
加
者
に
対
し
て
不
当
に
差
別
的
な
取

一
し
て
不
当
に
差
別
的
な
取
扱
い
を
し
て
は
な
ら
扱
い
を
し
て
は
な
ら
な
い
。

一
な
い
。

一
（
卸
売
の
相
手
方
の
制
限
）

調
到
叶
ベ
斜
卸
売
業
者
は
刈
剖
引
剰
別
刷
刈
利
引

対
制
同
品
川
制
剤
創
何
引
捌
剣
吋
、
仲
卸
業
者
及

び
売
質
参
加
者
以
外
の
者
に
対
し
て
卸
売
を
し

て
は
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
市
場
の
仲
卸
業
者
及

び
売
買
参
加
者
の
貿
受
け
を
不
当
に
制
限
す
る

こ
と
な
く
、
制
謝
叫
例
制
剰
者
別
叶
封
劇
観
測
判
制

同
利
リ
寸
制
対
剖
叫
対
側
ォ
樹
削
叫
科
剖
叫
刻
刻
川
割

同

1
4
d岡
引
寸
刻
川
d

2 

面
河
凶
前
項
の
矧
矧
同
よ
り

封
劇
劉
洲
剖
刈
州
叫
割
引

削
ォ
伺
別
ォ
剥
則
寸
刻
叫
削

3 

（
卸
売
の
相
手
方
の
制
限
）

同
汁
対
斜
卸
売
業
者
は
Y
4
m
場
同
制
刷
る
卸
剣

q剰
謝
叫
寸
叶
寸
司
、
仲
卸
業
者
及
び
売
質
参
加

者
以
外
の
者
に
対
し
て
卸
売
を
し
て
は
な
ら
な

い
。
た
だ
し
、
市
場
の
仲
卸
業
者
及
び
売
買
参
加

者
の
到
川
到
叶
を
不
当
に
制
限
す
る
こ
と
な
く
、

関
例
制
剖

q刊
明

科

叫

謝

剖

例
附
叶
寸
刻
パ
d

る
湯
川
利
口

I
1
v

に
お
け
る
入
荷

創
到
ぽ
制
謝
吋
剖
樹
剖

料
吋
劇
叫
州
制
調

マ
て
品
回
世

の
利
樹
情
刷
唱
力
ら
均
で
v

科
引
4

日
開
封
例
対
制
凶
川
相

の
対

f
で
l
当
訊
側
矧
吋
捌
同
同
制
討
判
る

こ

と

が

困

件

あ

る

品

を

、

当

主

例
制
剰
剰
剖
刈
吋
州
側
同
矧
叫
寸
側
副
知

割
引
制
捌
剣

CJ,) 
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る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
銅
剣
管
羽
む
当
該

到
網
針
制
出
町
U
刻
叶
判
叫
羽
ら
民
川
d
l

（
卸
売
業
者
に
つ
い
て
の
卸
売
の
相
手
方
と
し
（
卸
売
業
者
に
つ
い
て
の
卸
売
の
相
手
方
と
し

て

の

買

受

け

の

禁

止

）

て

の

買

受

け

の

禁

止

）

否
問
五
七
コ
斜
卸
売
業
者
（
そ
の
剰
親
創
－
矧
到
銅
剛
刑
－
Eml

卸
売
業
者
（
そ
の
役
員
及
び
使
用
人

一
役
員
及
び
使
用
人
を
含
む
。
）
は
、
市
場
に
お
い
一
を
含
む
ロ
）
は
、
市
場
に
お
い
て
尉
斜
倒
矧
斗
刊

一
て
矯
叶
刈
斜
矧
斗
喝
の
許
可
に
係
る
取
扱
品
目
一
斗
斜
の
許
可
に
係
る
取
扱
品
闘
の
物
品
に
つ
い

一
の
物
品
に
つ
い
て
、
卸
売
の
相
手
方
と
し
て
、
物
一
て
、
卸
売
の
相
手
方
と
し
て
、
物
品
を
買
い
受
け

一

品

を

貿

い

受

け

て

は

な

ら

な

い

。

一

て

は

な

ら

な

い

。

一

（

受

託

契

約

約

款

）

一

（

受

託

契

約

約

款

）

一

第

五

七

割

斜

（

略

）

菊

岡

刑

川

製

i

（略）

2

卸
売
業
者
は
、
前
項
の
受
託
契
約
約
款
を
定
め
一
2

卸
売
業
者
は
、
前
項
の
受
託
契
約
約
款
を
定
め

た
と
き
又
は
変
更
し
た
占
き
は
、
速
や
か
に
指
定
一
た
と
き
又
は
変
更
し
た
と
き
は
、
速
や
か
に
指
定

管
理
者
に
届
け
出
る
と
と
も
に
、
矧
別
寸
娼
叫
到
管
理
者
に
届
け
出
る
と
と
も
に
、
制
対
場
対
同
制

と

こ

ろ

に

よ

り

、

公

表

同

制

引

制

川

d

川
場
珂
吋
捌
」
淵

（

仲

卸

業

者

の

業

務

の

規

制

）

（

仲

卸

業

者

の

業

務

の

規

制

）

胡
刊
珂
斜
仲
卸
業
者
は
、
市
場
内
に
お
い
て
菊
判
叶
斜
仲
卸
業
者
は
、
市
場
内
に
お
い
て
は
、

は
、
須
ゴ
刊
斜
剣
↓
胡
の
承
認
に
係
る
取
扱
品
目
矧
ゴ
叶
珂
斜
嬬
斗
調
の
承
認
に
係
る
取
扱
品
目

に
つ
い
て
、
次
に
掲
げ
る
行
為
を
し
て
は
な
ら
な
に
つ
い
て
、
次
に
掲
げ
る
行
為
を
し
て
は
な
ら
な

い
。
た
だ
し
、
第
二
号
に
掲
げ
る
行
為
に
つ
い
て
、
い
。
た
だ
し
、
第
二
号
に
掲
げ
る
行
為
に
つ
い
て
、

例

制

剰

制

札

制

剤

剰

剖

吋

ヰ

け

寸

捌

謝

洲

制

場

叫

制

剤

剰

謝

料

吋

到

叶

刈

叫

列

斗

斗

科

副

寸

川

引

捌

剣

は

、

こ

の

限

り

で

な

い

。

矧

椛

捌

斜

は

、

こ

の

限

り

で

な

い

。

一

・

一

一

・

二

（

略

）

対
の

（
販
売
原
票
の
作
成
）

調
到
利
回
斜
（
略
）

2

卸
売
業
者
は
、
前
壌
の
販
売
原
票
に
出
荷
者
並
一
2

び
に
当
該
卸
売
を
し
た
物
品
の
品
目
、
等
級
、
単
一

価
（
せ
り
売
、
入
札
又
は
相
対
取
引
に
係
る
価
格
一

を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
、
数
量
及
び
単
価
に
数

量
を
乗
じ
て
得
た
金
額
並
び
に
そ
の
卸
売
を
し

た
物
品
を
買
い
受
け
た
仲
卸
業
者
又
は
売
買
参
…

加
者
（
織
対
当
斗
斜
矧
ヰ
吋
に
お
い
て
「
寅
受
人
」

と
い
う
。
）
を
正
確
に
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

、U

E詞

（略）

2 

前
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
市
場
の
卸
売
す

業
者
以
外
の
者
か
ら
貿
い
入
れ
て
販
売
し
た
仲
一

卸
業
者
は
1
伺
刷
、
規
郊
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ

り
、
指
定
管
理
者
に
当
減
期
刈

し
な
け

（
販
売
原
票
の
作
成
）

岡
村
刈
斜
（
路
）

卸
売
業
者
は
、
前
項
の
販
売
原
票
に
出
荷
者
並

び
に
当
該
卸
売
を
し
た
物
品
の
品
目
、
等
級
、
単

価
（
せ
り
売
、
入
札
又
は
相
対
取
引
に
係
る
価
格

を
い
う
。
以
下
河
じ
。
）
、
数
量
及
び
単
価
に
数

量
を
乗
じ
て
得
た
金
額
並
び
に
そ
の
卸
売
を
し

た
物
品
を
買
い
受
け
た
仲
卸
業
者
又
は
売
買
参

加
者
（
矧
到
什
世
斜
に
お
い
て
「
賞
受
人
」
と
い

う
。
）
を
正
確
に
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

てコ

前
項
た
だ
し
蓄
の
規
定
に
よ
り
市
場
の
卸
売

業
者
以
外
の
者
か
ら
買
い
入
れ
て
叛
売
し
た
仲

卸
業
者
は
、
規
則
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
そ

q
d問
剖
指
定
管
理
者
に
刷
叶
吋
刻
川

ー
な
ら

包b
..，・
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ば
な
ら
な
い
。

f
、
川
明
り
剖
珂
千
〈
凶
別
利
の

2 3 

（略）

蕩｜

明
を
公
封

!;Ji 
な：

ー
な
ら
な
川
d

寸斗

り
掴

売
を
吋
引
材
品

斗
桐
刻
刷
列
吋
よ
り
当
日
制
剰
を
引
る
捌
品

当
日
の
封
到
な
品
目
の
卸
剰
引
｛
疋

に
よ
り
当
日
卸

当
日
の
主
要
な
品
目
の
卸
売
の
叫

2 

品
ご
と
の
到
飼

削
岩
出
骨

I
1倒
関
桐
明
日
、

こ
ろ
に
よ
川
寸
叫
内
同

{・ 

な

【第 48号

C』
(11 



卸
売
業
者
は
、
毎
月
、
規
測
で
定
め
る
と
こ
ろ
一
3

卸
売
業
者
は
、
毎
月
、
規
則
で
定
め
る
と
こ
ろ

に
よ
り
、
前
月
中
に
卸
売
を
し
た
物
品
の
数
量
及
一
に
よ
り
、
前
月
中
に
卸
売
を
し
た
物
品
の
数
量
及

び
卸
売
金
額
（
単
価
に
数
量
を
乗
じ
て
得
た
金
額
一
び
卸
売
金
額
（
単
価
に
数
量
を
乗
じ
て
得
た
金
額

に
淵
剰
倒
倒
刻
司
制
対
判
剰
制
調
を
加
え
た
金
一
に
引
制
酎
斜
叫
刊
叫
梢
剖
刑
制
鎖
倒
を
加
え
た

額
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
指
定
管
理
者
に
報
一
金
額
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
指
定
管
理
者
に

告

し

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。

一

報

告

し

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。

ベ
対
剰
刺
列
叫
矧
剰
報
叫
倒
剥
叶
l
一
ベ
制
剤
明
刻
刻
劃
矧
例
外
剥
叶
l

菊
』
ベ
叶
刑
判
指
定
管
理
者
は
、
卸
売
業
者
か
ら
制
斜
覇
珂
叶
割
出
向
指
定
管
理
者
は
、
卸
売
業
者
か
ら
制

矧
ゴ
胡
の
規
定
に
よ
る
報
告
を
受
け
た
と
き
は
1

斜
剣
↓
調
の
規
定
に
よ
る
報
告
を
受
け
た
と
き

規
賊
寸
刻
刻
剖
叫

U
引
叫
判
引
1
同
斜
矧
斗
調
刷
用
は
可
週
引
料
吋
け

ベ
剖
刻
吋
矧
斗
新
叫
捌
叶
叶
引
項
剖
湖
引
料
同
到
制
閣
制
U
引

制
剥
リ
刻
叫
川

3 

ば
な
ら
h
泊料。

（
仕
切
り
及
び
送
金
）

粛
対
叶
↓
ぶ
吋
卸
売
業
者
は
、
受
託
物
品
の
卸
売
を

し
た
と
き
は
、
委
託
者
に
対
し
て
、
そ
の
卸
売
を

し
た
日
料
引
叶
同
以
内
吋
（
売
買
仕
切
書
又
は
売

買
仕
切
金
の
送
付
に
つ
い
て
委
託
者
と
の
特
約

が
あ
る
場
合
に
は
、
そ
の
特
約
の
規
則
判
寸
吋
叶
、

売
買
仕
切
書
刻
叶
調
関
倒
珂
剣
ベ
制
剤
樹
倒
刻
ぴ

制
対
判
割
削
側
剖
創
剖
4
Jー
を
送
付
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

る
も
の
と

2 

を

E』
O'> 
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26 

2 

明
司
じ
た
売
買
仕
切
書
劃

切
ぶ
叫
を

送
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

の

対

糾

制

調

務

叫

ベ

寅

到

出

川

淵
」
ハ
ム
川
一
一
貿
受
人
は
、
卸
売
業
者
か
ら
貿
い
受
菊
司
叶
吋
剣

け
た
物
品
の
引
渡
し
を
到
叶
剖
同
料
叫
吋
同
川
町

吋
吋
（
卸
売
業
者
が
貿
受
人
と
支
払
猶
予
の
特
約

を
し
た
と
き
は
、
そ
の
特
約
に
お
い
て
定
め
ら
れ

た
期
日
ま
で
に
）
、
買
い
受
け
た
物
品
の
代
金
（
判
明

剰
制
調
刻
司
制
対
淵
剰
利
樹
剖
創
叫

J
を
支
払

わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
対
叶
リ
ォ
制
規
剰
剖
州
川

ら

カ

じ

め

寅

屈

と

ま

釈

を

対
叫
剖
同
」
叶
例
岡
引
寸
刻
吋
4
」
叶
叫
劇
側
同
刊
叫

川
寸
ォ
司
叫
対
糾
樹
到
矧
制
叫
関
川
到
叶
対
側
判

例
制
調
叫
剖
到
叶
対
同
利
引
制
剣
叫
寸
寸
刊

対
引
斗
叶
吋
寸
剖
刻
川
d

三重県地方卸売市場条例の一部を改正する条例案】

3 

（略）

｛
周
到
凶
川

【第 48号

乞品
、』

3 

（略）

の
即
民
対
払
一
謝
刻
｝

寅
受
人
は
、
卸
売
業
者
か
ら
貿
い
受

け
た
物
品
の
引
渡
し
を
到
州
剖
叫
側
同
叶
（
卸
売

業
者
が
賞
受
人
と
支
払
猶
予
の
特
約
を
し
た
と

き
は
、
そ
の
特
約
に
お
い
て
定
め
ら
れ
た
期
日
ま

で
に
）
、
回
買
い
受
け
た
物
品
の
代
金
（
賀
川
到
州

対
樹
吋
剖
叫
酎
斜
叫
叶
吋
判
吋
剖
銅
剣
刑
判
剖

額
計
吋
引
寸
｜
）
を
支
払
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

日



2 

仲
卸
業
者
か
ら
物
品
を
買
い
受
け
た
者
は
、
寅
一
2

い
受
け
た
物
品
の
引
渡
し
を
受
け
た
白
か
ら
七
一

日
以
内
に
（
仲
卸
来
者
が
物
品
を
貰
い
受
け
た
者
一

と
支
払
猶
予
の
特
約
を
し
た
と
き
は
、
そ
の
特
約
一

叫
科
川
寸
創
以
叫
判
対
刻
同
制
対
吋
叶
ィ
創
刊
到

州
刻
刻
判
例
制
斜
ベ
洲
剰
測
網
民
叶
制
対
判
頭
副
例

額
制
創
剖

1
叶
討
対
糾
科
刻
叶
利
同
制
引
制
川
叫

問
問
リ
ォ
例
制
剰
刺
刻
引
料
叫
以
側
刺
剖
周
ベ
円

受
仲
川
た

ロ
に
お
い
て

そイ
の

支
ふ
也
事
予
期
間
に
貿
い
気
げ
た
物
品
の
引

を

け

た

日

カ

ら

て

コ

日

を

斗
叫
同
寸
剖
刻
川
d

3 

一

割

到

凶

前

約

に

つ

刊

で

は

、

次

凶

げ
る
｜
君
国
こ
を

J
1司
3
1司

剖
矧
倒
剣
科
倒
例
剣
到
ぺ
同
利
叫
寸
刊
竹
山
清

別

な

し

と

な

る

も

る

主

寸
！剣にl

当
樹
制
約
が
卸
珂
鶏

を
規
制
引
叫
倒
せ
刻
刻
謝
創

斗
制
謝
吋
科
防
副
詞
刻
叫
週

調
制
剖
剛
割
升
引
叫
叫
寸
刻
引
場
合

副
知
対
叶
叫
斜
（
略
）

内
そ
の
州
叫
の
h

第
六
刑
珂
剣

司剣』ベバ引

例
叫
同
州
寸

場
に
料
刷
る
売
買
尉
引
の
h

ヨ
斜
同
矧
叫
る
も

2 

な
けl

巴品。。

仲
卸
業
者
か
ら
物
品
を
買
い
受
け
た
者
は
、
仲

知
山
梨
樹
叫
刻
U
ォ
到
到
付
剣
剖
対
剖
引
制
叶
割
叫
刑

叫
対
料
引
以
外
吋
矧
到
刷
所
村
崎
刻
引
制
吋
d

し性｜な済Lし｜

矧
剛
剖
吋

州
制
対
倒
謝

料叶
i

（略）

dコ
ヌ出

ー
、
釧
剰
倒
調
副
刊
に
係
る
姻
制
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28 三重県地方卸売市場条例の一部を改正する条例案］【第 48号

2 

管卸
売
業

調
剖
同
J
罰

則
明
叫
判
岡
管

l
川
J
1
1
V可
I
A刈
l
l

d
J
E
3
V
 

矧

割

割

引

剣

頭

割

引

（

略

）

（

市

場

施

設

の

利

用

許

可

）

（

市

場

施

設

の

利

用

許

可

）

粛

対

叶

対

斜

（

略

）

｜

対

刊

斜

面

）

一2

（

略

）

一

2

（略）

3

指
定
管
理
者
は
、
暴
力
団
（
暴
力
団
員
に
よ
る
一
3

指
定
管
理
者
は
、
暴
力
団
（
暴
力
団
員
に
よ
る

不
当
な
行
為
の
防
止
等
に
関
す
る
法
律
第
二
条
一
不
当
な
行
為
の
防
止
等
に
関
す
る
法
律
第
二
条

第
二
号
に
規
定
す
る
暴
力
屈
を
い
う
。
銅
対
引
当
第
二
号
に
規
定
す
る
暴
力
団
そ
い
う
。
矧
対
叶
ヨ

一
斜
雪
量
叫
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
利
益
に
な
る
と
一
銅
剣
ヨ
剖
に
お
い
て
閉
じ
。
）
の
利
益
に
な
る
と

一
認
め
る
と
き
は
、
第
一
項
又
は
前
項
の
許
可
を
与
一
認
め
る
と
き
は
、
第
一
項
又
は
前
項
の
許
可
を
与

え

な

い

こ

と

が

で

き

る

。

一

え

な

い

こ

と

が

で

き

る

。

4

・
5

（

路

）

一

4

・5
（
略
）

6

第
四
項
の
保
証
金
は
現
金
と
し
、
そ
の
額
は
、
一
6

第
四
項
の
保
証
金
は
現
金
と
し
、
そ
の
額
は
、

矧
廿
叶
ゴ
斜
矧
↓
調
の
規
定
に
基
づ
き
定
め
る
一
塑
ベ
叶
ペ
斜
矧
↓
胡
の
規
定
に
基
づ
き
定
め
る

利
用
料
金
の
月
額
の
六
倍
に
相
当
す
る
額
の
範
一
利
用
料
金
の
月
額
の
六
倍
に
相
当
す
る
額
の
範

囲

内

に

お

い

て

規

則

で

定

め

る

。

一

囲

内

に

お

い

て

規

則

で

定

め

る

。

7

矧
ゴ
什
斗
斜
刈
引
鋪
ゴ
叶
叫
斜
剖
吋
寸
の
規
定
一
7

矧
叶
刈
斜
州
叫
鰐
ゴ
叶
↓
斜
剖
寸
の
規
定
は
、

は
、
第
四
項
の
保
証
金
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
一
第
四
項
の
保
証
金
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

廿
刻
均
1
剣

叶

叶

斜

（

略

）

対

叶

寸

出

町

1
矧
』
ベ
叶
刷
出
向
（
耐
町
）

（
返
還
）

（略）

対

引

施

設

利

用

者

の

死

亡

、

解

散

又

は

廃

業
、
剰
刺
明
例
矧
削
叶
川
斜
調
「
域
対
叫
剣
ゴ
調
利
叫

に

よ

る

言

”

二

八

刻
刻
叫
叶
同
剣
ゴ
調
べ
剣
司
叶
刈
斜
新
ゴ
項
吋
利

川
寸
割
刷
吋
剖
城
斜
剖
創
剖
司
叶
対
側
斜
弓
叶
刈

斜
矧
↓
司
の
規
定
に
よ
る
業
務
の
承
認
の
取
消i

幸司

巳a
(!) 



し
そ
の
他
の
理
由
に
よ
り
市
場
施
設
を
利
用
し

な
く
な
っ
た
と
き
は
、
相
続
人
、
清
算
入
、
代
理

人
又
は
当
該
施
設
利
用
者
は
、
指
定
管
理
者
の
指

定
す
る
期
間
内
に
自
己
の
費
用
で
当
該
施
設
を

康
状
に
復
し
て
返
還
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た

だ
し
、
指
定
管
理
者
の
承
認
を
受
け
た
場
合
は
、

こ
の
限
り
で
な
い
。

（

利

用

料

金

等

）

（

利

用

料

金

等

）

一
第
七
七
刊
コ
宋

i

指
定
管
理
者
は
、
市
場
施
設
の
利
用
菊
対
叶
対
斜
指
定
管
理
者
は
、
市
場
施
設
の
利
用

一
一
削
付
金
を
月
単
位
で
自
己
の
収
入
と
し
て
収
受
す
料
金
を
月
単
位
で
自
己
の
収
入
と
し
て
収
受
す

一
る
も
の
と
し
、
そ
の
額
は
、
別
表
の
金
額
に
淵
剰
る
も
の
と
し
、
そ
の
額
は
、
別
表
の
金
額
に
剖
剣

一
制
調
刻
吋
制
対
判
剰
制
調
制
別
利
叫
金
額
（
卸
売
叫
剖
叶
針
剰
叫
寸
矧
吋
金
額
（
卸
売
業
者
市
場
料

一
業
者
市
場
利
用
料
金
及
び
仲
卸
業
者
市
場
利
用
用
料
金
及
び
仲
卸
業
者
市
場
利
用
料
金
に
あ
っ

一
料
金
に
あ
っ
て
は
、
同
表
の
金
額
）
の
範
閥
内
で
て
は
、
同
表
の
金
額
）
の
範
西
内
で
知
事
の
承
認

一
知
事
の
承
認
を
得
て
定
め
る
も
の
と
す
る
。
を
得
て
定
め
る
も
の
と
す
る
。

一2
1
5

（

略

）

（

略

）

一

、

矧

頭

割

一
ベ
制
列
刻
刻

現
制
刊
当
斜

鴨
川
し
そ
の
他
の
理
由
に
よ
り
市
場
施
設
を
利
用

し
な
く
な
っ
た
と
き
は
、
相
続
人
、
清
算
人
、
代

理
人
文
は
当
該
施
設
利
用
者
は
、
指
定
管
理
者
の

指
定
す
る
期
間
内
に
自
己
の
費
用
で
当
該
施
設

を
原
状
に
復
し
て
返
還
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

た
だ
し
、
指
定
管
理
者
の
承
認
を
受
け
た
場
合

は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

（路）

ば
斗
明
引
劉
刺
剥
が
前
の
銅
烈
に
倒
料

な
し
と
封
叫
サ
剖
捌
岡
引
刻
捌
例
制
列
叫
剣
刻

刻
吋
↓
制
割
削
岡
引
引
斗
叶
叶
が
で
ぶ
引

1

菊
叶
叶
則
斜
・
矧
廿
叶
羽
斜
（
略
）

（
監
督
処
分
）

矧
叶
叶
対
斜
知
事
は
、
卸
売
業
者
、
仲
卸
業
者
又

は
売
買
参
加
者
に
、
こ
の
条
例
若
し
く
は
こ
の
条

例
に
基
づ
く
規
則
又
は
こ
れ
ら
に
基
づ
く
処
分

に
違
反
す
る
行
為
が
あ
る
場
合
に
は
、
こ
れ
ら
の

者
に
対
し
、
当
該
行
為
の
中
止
、
変
更
そ
の
他
違

反
を
是
正
す
る
た
め
必
要
な
措
置
を
命
じ
、
五
万

円
以
下
の
過
料
を
科
し
、
又
は
卸
売
業
者
に
あ
っ

て
は
第
一
号
、
仲
卸
業
者
に
あ
っ
て
は
第
二
号
、

売
買
参
加
者
に
あ
っ
て
は
第
三
号
に
掲
げ
る
処

分
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

一
銭
叶
刈
剣
矧
↓
項
例
制
可
剖
刺
引
淵
U
1
d対

叫
』
パ
対
凶
吋
の
期
間
を
定
め
て
引
叫
制
叫
に

知

2 

ヮ“（
3
【同

υ

鋼
』
川
覇

（略）

第
六
判
制
出

m
－
矧
」
パ
叶
川
副
明

（
監
督
処
分
）

ペ
叶
刈
斜
知
事
は
、
卸
売
業
者
、
仲
卸
業
者
又

は
売
買
参
加
者
に
、
こ
の
条
例
若
し
く
は
こ
の
条

例
に
基
づ
く
規
則
又
は
こ
れ
ら
に
基
づ
く
処
分

に
違
反
す
る
行
為
が
あ
る
場
合
に
は
、
こ
れ
ら
の

者
に
対
し
、
当
該
行
為
の
中
止
、
変
更
そ
の
他
違

反
を
是
正
す
る
た
め
必
婆
な
措
置
を
命
じ
、
五
万

円
以
下
の
過
料
を
科
し
、
又
は
卸
売
業
者
に
あ
っ

て
は
第
一
号
、
仲
卸
業
者
に
あ
っ
て
は
第
二
号
、

売
買
参
加
者
に
あ
っ
て
は
第
三
号
に
掲
げ
る
処

分
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（略）

六
月
以
内
の
期
間
を
定
め
て
斜
例
創
刊
〕

刊
ゴ
斜
d
封
司
に
係
る
卸
売
の
業
務
の
全
部

""' cコ

29 三重県地方卸売市場条例の一部を改正する条例案】【第 48号



30 三震集地方卸売市場条例の一部を改正する条例案】

係
る
卸
売
の
業
務
の
全
部
調
レ
く
は
「
剖
の

停
止
を
命
じ
る
こ
と
。

二
割
斗
叶
斜
矧
ベ
蝿
の
承
認
を
取
り
消
し
、
又
銅
二
制
銅
剣
」
司
の
承
認
を
取
り
消
し
、

は
六
月
以
内
の
期
間
を
定
め
て
そ
の
承
認
に
又
は
六
月
以
内
の
期
間
を
定
め
て
そ
の
承
認

係
る
仲
卸
し
の
業
務
の
全
部
若
し
く
は
一
部
に
係
る
仲
卸
し
の
業
務
の
全
部
若
し
く
は
一

の

停

止

を

命

じ

る

こ

と

。

部

の

停

止

を

命

じ

る

こ

と

。

三
割
斗
叶
対
斜
鱗
斗
樹
の
承
認
を
取
り
消
し
、
三
鍋
ゴ
パ
ー
↓
斜
矧
寸
喝
の
承
認
を
取
り
消
し
、

文
は
六
月
以
内
の
期
間
を
定
め
て
市
場
へ
の
又
は
六
月
以
内
の
期
間
を
定
め
て
市
場
へ
の

入

場

の

停

止

を

命

じ

る

こ

と

。

入

場

の

停

止

を

命

じ

る

こ

と

。

2

知
事
は
、
際
連
事
業
者
に
、
こ
の
条
例
若
し
く
一
2

知
事
は
、
関
連
事
業
者
に
、
こ
の
条
例
若
し
く

は
こ
の
条
例
に
基
づ
く
規
則
又
は
こ
れ
ら
に
義
一
は
こ
の
条
例
に
基
づ
く
規
則
又
は
こ
れ
ら
に
基

づ
く
処
分
に
違
反
す
る
行
為
が
あ
る
場
合
に
は
、
一
づ
く
処
分
に
違
反
す
る
行
為
が
あ
る
場
合
に
は
、

当
該
関
連
事
業
者
に
対
し
、
当
該
行
為
の
中
止
、
一
当
該
関
連
事
業
者
に
対
し
、
当
該
行
為
の
中
止
、

変
更
そ
の
他
違
反
を
是
正
す
る
た
め
必
要
な
措
一
変
更
そ
の
他
違
反
を
是
正
す
る
た
め
必
要
な
措

置
を
命
じ
、
矧
ゴ
叶
対
斜
矧
↓
調
の
承
認
を
取
り
一
震
を
命
じ
、
剣
オ
汁
叫
刷
用
銅
↓
胡
の
承
認
を
取
り

消
し
、
又
は
六
月
以
内
の
期
間
を
定
め
て
そ
の
承
一
消
し
又
は
六
月
以
内
の
期
間
を
定
め
て
そ
の
承

認
に
係
る
業
務
の
全
部
若
し
く
は
一
部
の
停
止
一
認
に
係
る
業
務
の
全
部
若
し
く
は
一
部
の
停
止

を

命

じ

る

こ

と

が

で

き

る

。

一

を

命

じ

る

こ

と

が

で

き

る

。

3

知
事
は
、
買
出
人
民
、
こ
の
条
例
若
し
く
は
こ
一
3

知
事
は
、
買
出
人
に
、
こ
の
条
例
若
し
く
は
こ

の
条
例
に
基
づ
く
規
則
又
は
こ
れ
ら
に
基
づ
く
一
の
条
例
に
基
づ
く
規
則
又
は
こ
れ
ら
に
基
づ
く

処
分
に
違
反
す
る
行
為
が
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
一
処
分
に
違
反
す
る
行
為
が
あ
る
場
合
に
は
、
当
該

質
出
入
に
対
し
、
当
該
行
為
の
中
止
、
変
更
そ
の
一
買
出
入
に
対
し
、
当
該
行
為
の
中
止
、
変
更
そ
の

他
違
反
を
是
正
す
る
た
め
必
要
な
措
霞
を
命
じ
、
一
他
違
反
を
是
正
す
る
た
め
必
要
な
措
置
を
命
じ
、

創
叫
叶
回
斜
雪
l

明
の
登
録
を
取
り
消
し
、
文
は
一
矧
創
刊
斜
当
判
の
登
録
を
取
り
消
し
、
文
は
六

六
月
以
内
の
期
間
を
定
め
て
入
場
の
停
止
を
命
一
月
以
内
の
期
間
を
定
め
て
入
場
の
停
止
を
命
じ

じ

る

こ

と

が

で

き

る

。

一

る

こ

と

が

で

き

る

。

4

（

賂

）

一

4

（略）

剣

』

ベ

割

引

（

略

）

一

鱗

廿

割

引

（

略

）

矧
廿
叶
叫
刑
判
1
矧

川

叶

刻

剖

明

（

耐

吋

）

頭

対

叶

刑

判

1剣
吋
叶
ぺ
副
司
（
略
）

須

廿

判

明

（

略

）

一

矧

川

割

（

略

）

（

卸

売

業

務

の

代

行

）

一

（

卸

売

業

務

の

代

行

）

粛

川

叶

対

斜

（

略

）

菊

叶

叶

対

斜

（

略

）

2

指
定
管
理
者
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
卸
売
の
一
2

指
定
管
理
者
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
卸
売
の

業
務
を
行
わ
せ
る
卸
売
業
者
が
い
な
い
と
き
又
一
業
務
を
行
わ
せ
る
卸
売
業
者
が
い
な
い
と
き
文

は
他
の
卸
売
業
者
に
卸
売
の
業
務
を
行
わ
せ
る
一
は
他
の
卸
売
業
者
に
卸
売
の
業
務
を
行
わ
せ
る

こ
と
が
不
適
当
と
認
め
る
と
き
は
、
自
ら
そ
の
卸
一
こ
と
が
不
適
当
と
認
め
る
と
き
は
、
自
ら
そ
の
卸

売
の
業
務
を
行
う
も
の
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
一
売
の
業
務
を
行
う
も
の
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お

い
て
、
第
二
章
第
一
節
（
銭
斗
叶
廿
斜
の
規
定
を
一
い
て
、
第
二
章
第
一
節
（
矧
ゴ
叶
コ
斜
の
規
定
を

除
く
。
）
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
も
の
と
す
る
。
一
除
く
。
）
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
も
の
と
す
る
。

又
は
一
l

剖
叫
の
停
止
を
命
じ
る
こ
と
。

【第 48号
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（略）

用仲
料卸

種
（ 金業 （ 
路 者 略
） 

市
） 

:i¥IJ 
場
手リ

五 を 方 売 の 入 し 第
金｜イ合 i荷金買れ書五

む費 額 い た の 十

）税（入場規 1i 額
（ 

に消れ合定条
（ 

国各 略
（ 

） 手相 費 た に に 第 ） 見

当税物およ
えるご〉 す及品けり項

額＝るびのる貿た
了額地販そいだ

） 

耳目 ｜ 

（略）

用仲
料卸

種
（ 金業 （ 
略 者 田喜
） 

市
） 

場
:i¥I] 

手リ
む費金買れ書第 金
。 税 額 い た の 五
）に（入場規十

の相主れ合定条 額
（ 千当税たにに第

（ 
略 略

（ 
） 分す及物およー ） 月

空 る び 品 け り 項
一 額 地 の る 貿 た

額玉を方販そいだ ） 
合消売の入し

附

則

則

（
施
行
期
日
）

－
こ
の
条
例
は
、
令
和
二
年
六
月
二
十
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
鮒
則
第
三
項
及
び
第
四
項
の

規
定
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

2

こ
の
条
例
の
施
行
の
日
（
以
下
「
施
行
田
」
と
い
う
。
）
前
に
改
正
前
の
三
重
県
地
方
卸
売
市
場
条
例

（
以
下
「
旧
条
例
」
と
い
う
。
）
の
規
定
に
よ
り
さ
れ
た
処
分
、
手
続
そ
の
他
の
行
為
は
、
こ
の
条
例
に

よ
る
改
正
後
の
三
重
県
地
方
卸
売
市
場
条
例
（
以
下
「
新
条
例
」
と
い
う
。
）
の
規
定
に
よ
り
さ
れ
た
処

分
、
手
続
そ
の
他
の
行
為
と
み
な
す
。

3
新
条
例
第
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
許
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
施
行
日
前
に
お
い
て
も
、

向
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
の
規
定
の
例
に
よ
り
、
申
請
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

4

e
知
事
は
、
前
項
の
申
請
が
あ
っ
た
場
合
に
お
い
て
は
、
施
行
日
前
に
お
い
て
も
、
新
条
例
第
十
九
条

第
四
項
及
び
第
五
項
の
規
定
の
例
に
よ
り
、
同
条
第
一
項
の
許
可
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
と
の
場
合

に
お
い
て
、
当
該
許
可
を
受
け
た
者
は
、
施
行
日
に
お
い
て
問
項
の
許
可
を
受
け
た
も
の
と
み
な
す
。

5
こ
の
条
例
の
施
行
の
際
現
に
旧
条
例
第
十
七
条
第
一
項
又
は
第
六
十
条
第
四
壌
の
規
定
に
よ
り
保
琵

金
の
預
託
を
し
て
い
る
者
（
前
項
の
許
可
を
受
け
た
も
の
に
限
る
。
）
は
、
施
行
日
に
お
い
て
新
条
例
第

二
十
条
第
二
唄
又
は
第
六
十
六
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
保
証
金
を
預
託
し
た
も
の
と
み
な
す
。

6

こ
の
条
例
の
施
行
の
際
現
に
旧
条
例
第
二
十
六
条
第
一
項
、
第
三
十
六
条
第
一
項
又
は
第
六
十
条
第

四
項
の
規
定
に
よ
り
保
証
金
の
預
託
を
し
て
い
る
者
（
卸
売
業
者
を
除
く
。
）
は
、
施
行
日
に
お
い
て
新

条
例
第
三
十
一
条
第
一
一
項
、
第
四
十
条
第
一
項
又
は
第
六
十
六
条
第
問
項
の
規
定
に
よ
り
保
証
金
を
預

託
し
た
も
の
と
み
な
す
。

7

新
条
例
第
五
十
九
条
、
第
六
十
条
、
第
六
十
一
条
、
第
六
十
三
条
及
び
第
六
十
五
条
の
規
定
は
、
施

行
日
以
後
に
卸
売
を
さ
れ
、
又
は
買
い
受
け
ら
れ
た
物
品
に
つ
い
て
適
用
し
、
施
行
日
前
に
卸
売
を
さ

れ
、
文
は
買
い
受
け
ら
れ
た
物
品
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

（
三
重
県
地
方
卸
売
市
場
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
の
一
部
改
正
）

..,. 
"' 
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32終三重県地方卸売市場条例の一部を改正する条例案］【第 48号

8 

三
重
県
地
方
卸
売
市
場
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
平
成
一
一
一
十
一
年
三
重
県
条
例
第
三
十
号
）

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
の
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
傍
線
で
示
す
よ
う
に
改

正
す
る
。

改

正

前

改

五

後

品目F
 

附

同只
（略）

目ハ（略）

ーム・
n
4

分
の
人
」

（略）

3 

4 

提
案
理
由

卸
売
市
場
法
の
一
部
改
正
に
緩
み
、
三
重
県
地
方
卸
売
市
場
の
市
場
関
係
事
業
者
及
び
市
場
内
の
取
引

に
係
る
規
定
等
を
整
備
す
る
必
要
が
あ
る
。
こ
れ
が
、
こ
の
議
案
を
提
出
す
る
理
由
で
あ
る
。

~ 
w 



し

【議案裕充説明］

4 議案第 69号 f三重県食を担う農業及び農村の活性化に関する基本計

画の変更についてj

1 変更の趣旨

「三重県食を担う農業及び農村の活性化に関する条例」第9条第1項の規定

に基づき、農業及び農村に関する施策を総合的かっ計画的に推進するため、平

成 24年3月に策定した「三重県食を担う農業及び農村の活性化に関する基本計

画J（平成 28年3月改定）の変更について、同条例第9条第7項において準用

する同条第3項の規定により、議決を得ようとするものです。

2 計薗の概要

人口減少や高齢化の著しい進行、 Society5.0やSDG  sなどの社会潮流の変

化、 Tpp 1 1等をはじめとするグローパル化の進展など、農業及び農村をめ

ぐる情勢が変化していることから、これに対応するため計画内容を変更するも

のです。

( 1 ）計画の期間

令和 2 (2020）年度から令和 11(2029）年度までの 10年間とします。

(2）推進体制の整備

県、市町、農業者、関係団体等の担う役割を明確にし、適切な役割分担のも

と、連携・協創を基本姿勢として、施策を推進するとともに、施策横断的に注

力していく取組については、プロジェクト体制等を構築して進めます。

なお、本計画の概要については、 jjlj添1のとおりです。

-44-



(1）「令和元年度『第二次三重県行財政改革取組』の進捗状況jにおける
県有施設の見置しについて（関係分）

集中取組期間における県有施設の見直し一覧

0この一覧表は、平成29年6月に策定しました「三重県財政の健全化に向けた集中取組J13頁に記載の「県有施設の見直し」について、個別
施設の見直しの方向性や讃整経過等を整理したものです。

0今西の見直しは、廃止や統合を含めたあり方検討による維持管理費の抑制ム新たな県民ニーズへの対応や県民サービスの向上の両面
で見直し！こ取り組むとともに、あわせて、施設にかかるコスト縮減や 患の収入確保にも取り組んでいます。

O平成31年2月14日全員協議会以降、見直しの方向性を定めた施設については、見直しの実施に向けて庁内での検討や調係団体との調整
を進め、今後見直しの方向性を定めるとした施設については、引き続き検討を重ね方向性を定めました。

No 施設名 見直しの方向性 これまでの主な経過、課題、今後の予定など 所管部局名

移譲（又は廃止）
（令和2年度末を匡処に移譲又i;J:廃止
する。）

1 
鳥（鳥羽羽休ピ憩ジ所告ーセン

農林水産部
事く一夜）営〉

個て【点・今R、の別2後関3移に～の係協転R予団2議先定体9をの1以行引確外きう保。へ続に関のきつ係、施い現市設て施町の、設や関譲で擦係渡活係市、動聞あ町し体るやていの関いは意係る取向団団壊を体体踏し等のをまと拠決え

定する。

圃R2.10～R3:3園努立め決公る定園。内協容会に会ついてであ、劉る係地市元町事や業関者係等団の体理等と連携し、 員
解を得るよう

-45-
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(2）「『みえ県民カビジョン・第三次行動計画』（仮称）最終案lこ対する意見jへの回答（関係分）

（各行政部門別常任委員会集約分）

局
軍

部
且

当
一
Z

担
一
司

主一宙京

名
一
司

策一耳
施
E
山

口
干
門番

一

3

策
涜
’
μ

施
＝

委員会意見

環境生活農林水産常任委員会

回答

加
と
然
を
験
、
げ
自
的
し
が
れ
で
て
に
つ
そ
レ

の
と
白
糠
体
で
な
の
画
心
人
訪
ん
げ
姿
に
、
果
ま

物
る
る
資
や
と
つ
ど
計
安
の
は
進
な
す
か
く
成
い

産
す
が
域
ン
こ
に
な
を
が
く
い
が
つ
ざ
る
な
の
で

末
援
な
地
ラ
す
出
雨
策
ん

o
多
る
化
に
め
い
で
度
え

京
支
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(3）みえ県民カビジョン・第三次行動計画（案）について（関係分）

令手口元年 12月 12臼の環境生活農林水産常任委員会において、みえ県民カビジ

ョン・第三次行動計箇（仮称）最終案についてご審議いただき、令和2年1月 21

日には、県議会から最終案に対する知事への申し入れをいただきました。

こうしたご意見等をふまえながら、別冊1-1Iみえ県民カビジョン・第三次行

動計画（案）（農林水産部関係抜粋分）Jにまとめました。

なお、最終案からの主な修正笥所については、次のとおりです。

1 主な修正箆所

( 1 ）施策 14 7 獣害対策の推進

①基本事業2 「野生鳥獣の生息数管理の推進Jの取組方向を修正

（最終案）特に、サノレ、ニホンジカ、イノシシによる被害の減少につなげる

ため、県の f鳥獣保護管理事業計画Jの方針に基づき、計画的な個体数

調整などに取り組みます。

（成案） 特に、イノシシ、ニホンジカ、ニホンザルによる被害の減少につ

なげるため、県の「鳥獣保護管理事業計画jの方針に基づき、計画的な

個体数調整などに取り組みます。

( 2）施策253 農山漁村の振興

①「現状ど課題j を修正

（最終案）これまで f三重まるごと自然体験構想j に基づき三重が誇る豊か

な自然を「体験」という形で生かし、都市住民との交流の拡大を図って

きた結果、農山漁村の活性化にづなげることができました。

（成案） これまで「三重まるごと自然体験構想」に基づき三重が誇る豊か

な自然を「体験Jという形で生かし、都市住民との交流の拡大を図って

きた結果、新たなビジネスが生まれる等、農山漁村の活性化につなげる

ことができました。

②基本事業3 「安全・安心な農村づくりjの取組方向を修正

（最終案）農業用ため池、排水機場等の老朽化対策および耐震対策等のハ｝

ド対策と併せて、管理体制の強化等のソフト対策を計画的に進めること

で防災・減災対策を推進し、地域防災カの向上に取り組みます。

（成案） 農業用ため池、排水機場等の豪雨・耐震化対策および長寿命化等

のハード対策と併せて、管理体制の強化等のソフト対策を計画的に進め

ることで防災・減災対策を推進し、地域防災力の向上に取り組みます。
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( 3）施策31 1 農林水産業の多様なイノベーションの促進とブランドカの向

上

①高lj指標「県産農林水産物のブランドカ向上に取り組む事業者数（累計）」の

「現状値j を修正

（最終案）旦主旦~
（成案） ヱ主

( 4）施策31 2 農業の振興

①主指標の「現状値」を修正

（最終案） 1, 211億円（29年）

（成案） 1,205億円（30年）

②主指標の「令和5年度の目標値j を修正

（最終案） 1, 228億円（4年）

（成案） 1, 222億円（4年）

( 5）施策31 4 水産業の振興

①「現状と課題jを修正

（最終案）水産資源の適切な管理に基づく維持・増大を進め石とともに、競

争力のある養殖業を確立していく必要があります。

（成案） 水産資源の適切な保存・管理によりその維持・増大を図るととも

に、競争力のある養殖業を確立していく必要があります。

②首l指標「拠点漁港における耐震・耐津波対策を実施した施設の整備延長（累

計）Jの「現状値」を修正

（最終案）旦E思~斗i
（成案） 493m (30年度）
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( 4）三重県主要農作物種子条例（仮称）最終案について

1 条例の検討状況

「三重県主要農作物種子条例（仮称）J （以下、「条例j という。）について、県議会での

ご議論を踏まえつつ、パブリックコメントを実施するとともに、採種事業検討会（以下、

「検討会j という。）を開催して関係団体と検討を進めてきました。

2 条例に対する意見聴取の実施状況

（パブリックコメント）

条例（素案）について、幅広く県民の方から意見を聴取するためのパブリックコメント

を下記のとおり実施しました。

0意見募集期間令和元年 12月20日～令和2年1月初日

O意見総数 443件

0いただいた主な意見

－目的を消費者への安全安心な食料供給としているのは高く言刊面できる0

．安全安心な食料供給に取り組んでほしい。

－積子管理団体には、信頼できる団体が指定されるように規定してはどうか0

．県として採種計画を策定してはどうか。

－積極的に品種開発を進めてほしい。

・外資系企業により種子が独占され、遺伝子組換え種子の普及が心配0

．野菜や在来穫の種子にも対象を広げてはどうか。

（採種事業検討会）

また、令和2年1月28日に第4回検討会を開催し、関係団体と最終案の取りまとめに向

けた検討を行いました。
e、

0関係団体からの主な意見

－最終案には異論はない。また、農業者等から疑問や不安の芦は寄せられていない。

－穣子管理団体の管理という言葉は、種子生産者を管理すると受け取られる可能性があ

る。

・パブリックコメントの意見を踏まえ、採種計画を県が策定するなど、素案からの変更

点について理解するo

3 条例の最終案について

条例の最終案として、いただいた意見等を踏まえ、別添2-1のとおり取りまとめまし

た。
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0主な修正点

指定種子団体の指定やその業務、県による指導等を詳細に規定する。

素案 [ 2. 定義］において種子管理団体を次のとおり記載。

「採種計画jを策定し、計画に基づいた種子の生産、調達および供給のほ

か、需給の調整、備蓄を行う県が指定した団体。

最終案 種子管理団体を指定穂子団体と改めるとともに次の規定を追加。

4.指定種子団体の指定

業務を規定し、知事が指定する旨を規定

5.指定種子団体に対する指導等

業務改善に必要な処置を講ずるよう指導助言できる、改善されないとき

は指定を取り消すことができる旨を規定

採種計画（主要農作物種子の安定的な生産及び供給に関する計画）の策定主体を県と

する旨を規定する。

素案 4 主要農作物の種子の生産に関する事務

［採種計画］

種子管理団体は、毎年度、主要農作物種子の安定的な生産及び供給に関

する計画（以下「採種計画」という。）を策定し、知事に提出し、承認を

受ける。

最終案 6.主要農作物の種子の生産に関する事務

［県採種計画】

( 1）知事は、主要農作物の種子の安定供給のため、県採種計画を定める

ものとする。

( 2）知事は県採穣計画の策定にあたり必要な情報を指定種子団体に求め

ることができるものとする。

なお、パブリックコメントでいただいた主な；意見のうち、①、②の意見についての県の見解は以

下のとおりです。

①野菜や在来種の種子にも対象を広げてはどう由、（反映することが難しい）

＜理由＞野菜においては、種苗会社等による種子供給体制が構築されており、また、本条例の検

討趣旨が種子法廃止を踏まえた主要農作物種子の安定供給体制の確保であるため。

cg外資系企業により種子が独占され、遺伝子組み換え種子の普及が心配。（反映することが難しい）

＜理由＞遺伝子組換え作物については、カルタヘナ法等により、栽培する際の規制措置等が定め

られており、また、条例に基づく奨励品種の決定に際しては、消費者や生産者のニーズ

を十分に踏まえて品種を選定することになるため。

4 今後のスケジュール

令和2年6月 条例案提出

9月 条例施行
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(5）三重の農福連携等推進ビジョン（案）について

1 背景

県では、農福連携の拡大と定着に向け、平成 23年度から専任の担当者を配置しなが

ら、農業と福祉分野をつなぐ人材の育成などに取り組んで、きました。

一方、国でも、昨年6月、「農福連携等推進ビジョンJが策定され、国と地方、関係団

体等が協力し、さまざまな取組が進められることとなっていますo

こうした中、本県でも、策定中の「みえ県民カビジョン・第三次行動計画Jや新しい

「三重県食を担う農業及び農村の活性化に関する基本計画Jを踏まえ、効果的な施策や

推進体制の整備などに取り組む必要があることから、関係者等が共通認、識を持ち、一体 l

となって農福連携を推進していくための指針として、「三重の農福連携等推進ビジョンj

（以下「ピジョン」という。）を本年度中に策定します。

2 ビジョン（案）について

( 1 ）ビジョン（案）の概要

アめざすべき姿

障がい者や生きづらさ・働きづらさを感じている無業の若者等が、農林水産業

に参入した福祉事業所や農林水産事業者、特例子会社において、生き生きと働

き、担い手として活躍することにより、安定した収入を得て、自立に向け、書苦笑

に前進している姿

イ計画期間

令和2年度から令和5年度までの4年間

ウ取組の視点

－農福連携を、広く、深く、知っていただく

・農福連携に、小さなところから取り組み、発展させていく

・農福連携の輪を広げていく

ヱ取組の方向

－福祉事業所・農林水産事業者・企業等への意識啓発

．農福連携を推進する人材の確保・育成

・ノウフク商品の開発および販売促進

－農福連携を促進する環境整備

－農福連携の分野の広がり促進

1 オ推進体帝lj

県段階、地域段階における、県、関係団体等が連携した推進体制を構築してい

きます。

( 2）関係者等からの意見聴取

ビジョン（案）の策定にあたっては、学識経験者、福祉事業所、支援組織等9名

で構成する懇話会を開催し、意見を聴取しています。

－
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なお、第1回懇話会（2月 17日開催）での主な意見l士、次のどおりでした0

・農福連携を地域で広げていくため、農林水産業版ジョブコーチの活動に対する

支援がますます重要

・県域を対象として設置される一元的な相談窓口と地域の支援組織とのネットワ

ークの構築、さらには地域の実情に即した地域段階における推進体制の構築が

必要

－農林水産業の就労体験を無業の若者などにも広げていくことが重要

3 今後のスケジュール

今後、本委員会や第2JE]懇話会でいただいたご意見を踏まえ、 3月中にビジョンを策

定します。

. 3月 17日 第2回策定懇話会の開催

・3月下旬 i ビジョンの策定
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( 6) cs F等に係る対応について

1 現状

平成 30年9月に閣内で 26年ぶりに発生が確認されたCs Fは、直近では沖縄県の養

豚農場において連続で発生しており、令和2年3月6日時点（以下、「現時点Jという。）

で、飼養豚での陽性確認、県は1府9県57事例、ワクチン接種推奨地域は 21都府県にま

で拡大しています。また、昨年以降、アジア地域においてAs Fの発生が急速に拡大し

ており、日本国内への侵入脅威が一段と高まっています。

県内養豚農場におけるCs F等の発生防止に向けて、引き続き、関係者と緊密に連携

を図りながら、 Cs F等の感染拡大防止対策などを的確に推進していくことが求められ

ています。

2 対応状況

( 1 ) cs F等の感染拡大防止対策

①農場を守る対策（飼養豚へのワクチン接種、飼養衛生管理の強化 R 徹底）

・飼養豚へのワクチン接種を県内全域で継続しており、県域での面的防護を図ってい

ます。また、ワクチン接種豚の抗体検査を実施し、免疫付与が十分でない豚を確認

した場合には、速やかにワクチンの迫力日接種を行っています。

・県内全養豚農場を対象にした家苦言防疫員によるきめ細かな巡回指導等を行い、飼養

衛生管理基準（農場や豚舎へ出入りする人、物、車両の消毒、毎日の飼養豚の健康

観察じよる異状の早期発見・早期通報等）の遵守徹底を図っていますo

－小動物を含めた野生動物の侵入防止柵を農家負担なLで設置できる事業を創設し、

農場周りの防護柵整備を促進してきました。事業活用を希望する全ての農場に対

して、効果的な柵の設置など技術的な助言も含めて支援を行い、農場の衛生管理を

強化しています。

②野生いのしし対策（経口ワクチン散布、謂査捕獲等）

・北勢地域6市町（桑名市、いなベ市、菰野町、四日市市、鈴鹿市、亀山市）におい

て、本年1月 19日から開始した冬期の経口ワクチン散布は、夏期散布時（令和元年

7月～9月）の 202箇所から、約 1.5倍となる 308箇所に拡大して実施しました。

3月中句からは、隣接する滋賀県甲賀市のCs F感染確認事例を受けて、伊賀市に

おいても経口ワクチン散布を開始します。

. 2月に実施した冬期散布（第1罰則後の調査捕獲では、聖子生いのししの免疫獲得

率は6市町で 7.5%、うち継続して感染野生いのししが確認されている 2市1町

（桑名市、いなベ市、菰野町）で 15.8唱となっており、夏期散布時より大きく上昇

しました。

・中南勢地域等の 19市町においても、県内産ジピエの安全・安心確保やCs Fの広

がりを調査するため、毎月定期的に野生いのししのCs F検査を実施しています。
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※野生いのししの検査結果（県内全域、死亡野生いのししの検査含む）

現時点で l,466頭の検査を実施し、うち 43頭の陽性を確認、

（陽性の内訳いなベ市22頭、桑名市4頭、菰野町 16頭、四日市市 l頭）

③ A s Fに関する家畜伝染病予防法の改正概要等

・議員立法による改正家畜伝染病予防法が、令和2'9三2月5自に施行され、法律上の

豚コレラ及びアフリカ豚コレラの名称が、それぞれ豚熱、アフリカ豚熱に変更され

るとともに、 As Fが発生した際の予防的殺処分の実施、感染野生いのしし確認時

の防疫対応等が示されました。

・このほか、今国会において、 CSF・AS Fに関する対策として、家畜所有者等の

責務の明確化（農場ごとの衛生管理に係る責任者の選任、飼養衛生管理マニュアル

の作成、従業員・関係者への周知徹底など）、命令違反者に対する罰則の強化など、

飼養衛生管理基準を守るための措震の拡充や、疾病の浸潤状況調査・経口ワクチン

散布など、野生動物による疾病のまん延防止に係る措置の法定化等について、審議

が行われる予定です。

( 2) 経営支援対策掴風評被害対策

－経営支援対策については、 Cs F発生農場に対して、農場の飼養衛生管理の向上や

資金確保等の経営支援、豚の再導入や増産への支援等に継続して取り組んで、います。

なお、当該農場は、昨年 11月に事業を再開し、その後も計画的に豚の導入や増産を

進めています。

－風評被害対策については、量販店や飲食店等において、県産豚肉・県内産ジピエの

消費喚起キャンペーンや三重のブランド豚のPRイベン下を開催した阪か、流通段

階での豚肉・ジピエの価格・取引量のモニタリングや不当表示監視などに継続して

取り総んでいます。

3 今後の取組

養豚農場におけるCs Fの発生紡止やワクチンなどの有効な手段が無いAs Fの

侵入防止に向けて、令和2年度は、 Cs F対策チームを「Cs F対策プロジェクトチ

ームJとして正式に組織化し、担当課長以下5名に、畜産課、獣害対策課等の関係職

員も加え、 CSF・AS F対策を間断なくきめ細かに推進していきます。

具体的には、家畜伝染病予防法の改正も見据え、地域単位の防疫推進チームを設置

し、農場関係者が自ら作成したマニュアノレに沿って、的確に飼養衛生管理が行えるよ

う、作成段階から丁寧に支援・指導を行っていきます。

また、飼養豚へのワクチン接種、経口ワクチンの重点散布や年間を通した県域での

野生いのししの捕獲強化などに関係者と連携して取り組みます。

さらに、発生農場等の経営再建に向けたきめ細かな支援対策、県産豚肉・県内産ジ

ピエの安全性等に関する正確かっ効果的な情報発信や飲食店等と連携した消費喚起キ

ヤシペーンの開催、不当表示の継続監視などによる風評被害の防止等に取り組みます。

今後も引き続き、県内養豚農場におけるCs F等の発生紡止に万全を期すため、関

係者が一丸となって、 CSF・AS F対策に全力で取り組んでまいります。
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(7）三重県農業農村整備計画（最終案）について

県では、人口減少や高齢化等の進行、国土強靭化等の防災・減災対策の加速化など、農

業及び農村を取り巻く情勢の変化に的確に対応するため、新たな三重県農業農村整備計画

（以下、「整備計画Jという。）の策定に向けた作業を進めています。

今回、有識者懇話会で、の議論やパブリックコメントなどでいただいた意見等を踏まえて、

整備計画（最終案）を取りまとめました。

1 繋備計画（素案）に対する意見等について

令和2年1月31日に開催した有識渚懇話会では、農業農村整備の現状と課題、今後の整

備方針などについて、議論していただきました。

また、パブリックコメントは、令和元年 12月 16日から令和2年1月比日までの期間

で実施し、 46件の意見をいただきました。

［有識者懇話会における主な意見］

①土地持ち非農家の負担も考慮しながら、基盤整備を実施していくことが課題であ

る。

②人口減少や高齢化等が進む中、維持管理や機能保全を行うことが重要である。 10

年後も継続して農業用施設の適切な管理が行えるよう、管理組織の体制強化が必

要である。

③加工施設や直売施設などの活性化施設については、付加価値をつけるなど魅力あ

る施設となるよう、地元と連携して取り組んでいく必要がある。 l

④多面的機能の周知と理解を深める取組を一層推進する必要がある。

［パブ、リックコメントにおける主な意見1
①農業用水を効率的に利用するため、スマート農業に適したパイプライン化を進め

ることが非常に大切である。

②現在の多面的機能の維持・発揮の活動は主主要であるため、今後も地域の共同活動

が継続できるよう、国や県も積極的に地域に関わっていくことを期待する。

2 整備計画（最終案）について

整備計画（最終案）については、有識者懇話会やパブリックコメントなどの意見を踏まえ

るとともに、現在、見直しを進めている「みえ県民力ピ、ジョン・第三次行動計画jや「三

重県食を担う農業及び農村の活性化に関する基本計画」と整合を図りながら、目標数値を

定めました。

［整備計画（素案）からの主な変更点】

①第4章の「安全・安心な農村づくりJにおいて、農業用施設の適切な管理に向け

て、土地改良区の体制強化などの記述を追加しました。
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②第4章の「地域の特性を生かした農村の振興jにおいて、地域の特徴を生かした

持続的で魅力ある農村を実現するため、 6次産業化やブランド化につなげる活性

化施設の整備を支援することとします。

③第4章の「多面的機能の維持・発揮Jにおいて、農地、水路、農道等の地域資源

の保全や景観形成などに向けた共同活動を支援するとともに、地域内外の多様な

人材の共同活動への参画を促すことにより、多面的機能を実感する人を増加させ、

多面的機能の周知と理解につなげることとします。

3 今後のスケジュール

本委員会でのご意見を踏まえ、本年度末を回途に新たな整備計画を策定してまいります。
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( 8），三重まるごと自然体験構想 2020（最終案）について

県では、人口減少への対応など地方創生の取組の本格化、インバウンドの増加、「三重とこ

わか県民健康会議」の取組をはじめとする健康寿命意識の高まりなど、農山漁村を取り巻く

情勢の変化に的確に対応していくため、平成28年2月に策定した「三重まるごと自然体験構

想j の見直しに向けた作業を進めています。

これまでに本常任委員会でご議論いただくとともに、自然体験活動団体や、企業、大学、

行政等で構成する「三重まるごと自然体験ネットワークJ会員との意見交換等を通じて最終

案を取りまとめました。

1 意見交換等の概要

意見交換等は令手口元年 12月中旬から各会員と個別に行いました。いただいた主な意見

は以下の通りです。

①楽しみながら「健康づくり j にもつながる自然体験の効果に着目した取組を位置付け

ている点に賛同する。

＠社員等の「健康ツアー」を受け入れるなど、健康経営に取り組む企業等との連携を進

める取組への支援に期待している。

③自然体験活動団体と宿泊施設等の連携構築の方向性に賛同する。

④アウトドア企業やネットワーク会員が連携した情報発信は効果的で、継続した取組に

期待している。

⑤子供たちが地域での自然体験をとおして、地域の自然の魅力を知り、生きるカを身に

つけるような取組を位置付けてほしい。

2 構想の最終案について

これまでにいただいたご意見等を踏まえ、構想の最終案を別冊4のとおり取りまとめま

した。主な意見の反映，長は次のとおりです。

①健康経営に取り組む企業等との連携については、企業と自然体験活動団体とのマッチ

ングを図る旨を記載しました。（基本的な取組方向 1 1-(2）に記載）

②アウドドア企業等との情報発信の継続については、企業等との連携によるイベント出

展など、活動団体による情報発信の充実や、観光関連団体と連携した情報発信体制に

ついて記載しました。（基本的な取組方向2-3ー（1）に記載）

③自然体験を通じた「生き抜いていく力」を育み、主体的に学ぶ機会の創出について記

載しました。（基本的な取組方向 1 3 ( 1）に記載）

3 今後のスケジュール

本委員会でのご意見を踏まえ、本年度末までに新たな構想を策定してまいります。
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(9）第3期みえ生物多様性推進プラン（最終案）について

1 経緯

県の生物多様性の保全に関する基本計画である、みえ生物多様性推進プランについて、

これまでの取組状況やSDG  sなど生物多様性の保全に対する社会的な関心の高まりを

踏まえ、今年度中の見直しに向けた作業を進めてきました。

2 中鶴案に対する意見等

( 1 ）パブリックコメントの結果

「第3期みえ生物多様性推進プランJの中間案について、令和元年 12月20日から令

和2年1月 20日までパブリックコメントを実施し、 12名の方から 32件の意見をいただ

きました。なお、主な意見は次のとおりです。

①県内で行われている生物多様性保全に関する取組事例を掲載して欲しい。

②ゾーニングにより希少野生生物を保全することは良い取組であるが、生息場所を公開

するにあたっては一定の配慮が必要である。

③活動団体や活動参加者数を増やすだ、けではftく、その連携や活動の質を高める取組を

する必要がある。

④生物多様性を推進していくためには、県内だけではなく、閣、近隣府県と連携を図る

必要がある。

(2）自然環境保全審議会での主な意見

令和2年2月 21 日に三重県自然環境保全審議会自然環境部会を開催し、次の意見等

をいただきました。

①第3期プランの取組結果の評価・検証を行うこととされたい。

②保全活動の質を高めるために、主催者である行政や活動団体のスキルアップが必要

である。

③さまざまな主体と連携し生物多様性保全を進めるため、市町への説明会の開催や自然

観察会等のイベントを通して、当プランを活動団体等へ十分に普及啓発する必要があ

る。

3 最終案について

中間案に対していただいたご意見等を踏まえ最終案を別冊5として取りまとめました。

主な意見の反映点として、実施後の結果検証について、定性的な評価に係る記述を追

記するとともに、第4章の「地域空間J:l!J取組」に、森林環境教育・木育等に関する取組

事例など全 19件のコラムを追加しました。

なお、その他のいただいたご意見等については、今後の取組の参考とさせていただき

ます。
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4 今後の対応

本委員会でいただいたご意見等を踏まえ、 3月下旬を目途じ「第3期みえ生物多様性

推進プランj を策定するとともに、自然観察会等のイベントにおいて本プランで整理し

た池域空間別の取組を県民の皆さんに広く周知するなど、生物多様性の保全が一層促進

されるよう、取り組んでまいります。
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(10）三重県水産業及び漁村の振興に関する条例に基づ、く基本計画の中間案

について

1 基本計画の検討状況

木県の水産業を取り巻く情勢の変化に約確に対応し、漁業者や関係団体、県民の皆さ

んと一体となって、力強い水産業と活力に満ちた漁村の構築を計画的に推進し、 「水産

王国みえ」としてさらなる発展を図るため、 「三重県水産業・漁村の振興に関する条例

案Jを今定例月会議に提出したところです。

今回、水産業及び漁村の振興に関する施策の総合的かっ計画的な推進を図るため、こ

れまでの条例の検討過程において漁協や関係団体、有識者懇話会からいただいた意見や、

前回の本委員会での議論を踏まえ、条例に基づく基本計画の中間案を取りまどめました。

2 基本計画の中間案について

( 1 ）骨子案からの変更点 「

条例に位置づけた4つの基本的施策ごとに、それぞれの展開方向や目標項目、具体の

取組について記載しました。

また、水産業者をはじめ関係者がそれぞれの立場に応じて、施策の展開方向について

理解を深めていただけるよう、漁業種類別や地域別（水域別）に内容を整理し、具体的

に記載しました。

(2）基本的施策ごとの展開方向

① 水産資源の維持・増大と競争力のある養殖業の構築

② 多様な担い手の確保・育成と経営カの強化

③ 災害に強く生産性が高い水産基盤の整備と活力ある漁村の構築

④ その他の施策

( 3 ）漁業種類別の施策の主な展開方向

船びき網漁業、海女漁業、真珠養殖業など、 10の漁業種類別に、それぞれの課題を

踏まえながら、基本的施策の展開方向を整理するとともに、さらに、各漁業種類で注力

ずる取組を記載しました。

(4）地域別（水域別）の施策の特徴的な展開方向

木県を4つの地域（水域）に大別し、地域の特徴や課題を踏まえ、基本的施策の展開

方向を整理するとともに、さらに、特に注力する取組を記載しました。
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3 今後のスケジュール

今後、中間案についてパブ、リックコメントを実施するとともに、本委員会や有識者懇

話会、漁業者や漁協等関係団体との意見交換会等でいただいた意見を踏まえ、基本計画

（最終案）の取りまとめに向けて検討を進めてまいります。

6月

9月

パブリックコメントの実施

三重県水産業・漁村振興懇話会の隣催

（有識者からの意見聴取）

常任委員会・基本計画最終案報告

基本計商議案の提出
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1審議会等の名称

2開催年月日

3委員

4諮問事項

5調査審議結果

6備考

(11）各種審議会等の審議状況の報告についで

（令和元年11月25日～令和2年2月16日）

犠林水産部） • 

三車県自然環境保全審議会 自然環境部会

令事口元年11月26日 ()() 

I音除長］三重大学准教授平山大輔ほか4名

第3期みえ生物多様討鑓プランの中間案について

第3期みえ生物多樹封筒隼プランの中間案について審議していただき、意

見等をいただきました。
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